
総務企画委員会会議記録 

 

総務企画委員長  今吉 次郎   

 

１ 日 時 

   令和４年４月１５日（金） 午後１時０２分から 

                午後４時２７分まで 

 

２ 場 所 

   第４委員会室 

 

３ 出席した委員の氏名 

今吉次郎、吉竹悟、鴛海豊、原田孝司、小嶋秀行、戸高賢史、末宗秀雄 

 

４ 欠席した委員の氏名 

   な し 

 

５ 出席した委員外議員の氏名 

清田哲也、大友栄二、小川克己 

 

６ 出席した執行部関係者の職・氏名 

   総務部長 和田雅晴、企画振興部長 大塚浩、 

   会計管理者兼会計管理局長 廣末隆、議会事務局長 二日市聖子、 

   人事委員会事務局長 後藤豊、監査委員事務局長 河野哲郎 ほか関係者 

 

７ 会議に付した事件の件名 

   別紙次第のとおり 

 

８ 会議の概要及び結果 

（１）令和４年度行政組織及び重点事業等について、執行部から説明を受けた。 

（２）行政手続の電子化、キャッシュレス実施計画及びマイナンバーカードの取得促進につい 

  て、東アジア文化都市２０２２大分県について並びに大分空港海上アクセスの整備につい 

  てなど、執行部から報告を受けた。 

（３）県内所管事務調査を５月１１日、１２日、１９日、２０日、２５日及び３０日に実施す 

  ることを決定した。 

（４）県外所管事務調査について協議した。 

（５）委員会資料について、今後の委員会ではタブレットによる説明を原則とし、紙資料は原 

則使用しないことを決定した。 

 

９ その他必要な事項 

   な し 

 

１０ 担当書記 

   議事課委員会班    主幹（総括） 秋本昇二郞 

   政策調査課政策法務班 主事     阿南香菜子 



総務企画委員会次第 

 

                                      日時：令和４年４月１５日（金）１３：００～ 

                                       場所：第４委員会室 

 

 

１ 開  会 

 

 

２ 総務部関係                                             １３：００～１４：２０ 

（１）令和４年度行政組織及び重点事業等について 

（２）諸般の報告 

   ①行政手続の電子化、キャッシュレス実施計画及びマイナンバーカードの取得

促進について 

（３）その他 

 

 

３ 会計管理局、議会事務局、人事委員会事務局及び       １４：２０～１５：００ 

  監査委員事務局関係 

（１）令和４年度行政組織及び重点事業等について 

（２）その他 

 

 

４ 企画振興部関係                                          １５：００～１６：２０ 

（１）令和４年度行政組織及び重点事業等について 

（２）諸般の報告 

①東アジア文化都市２０２２大分県について 

②大分空港海上アクセスの整備について 

③次期大分県離島振興計画の策定について 

④ウクライナ避難民の受入れについて 

（３）その他 

 

 

５ 協議事項                        １６：２０～１６：３０ 

（１）県内所管事務調査について 

（２）県外所管事務調査について 

（３）その他 

 

 

６ 閉  会 
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別 紙 

会議の概要及び結果 

今吉委員長 ただいまから、総務企画委員会を

開きます。これより、 総務部関係の説明に入り

ます。 

説明に入る前に、 本日は初めての委員会なの

で、まず私から御挨拶申し上げます。 

〔委員長挨拶〕 

今吉委員長 それでは、委員の皆さんの自己紹

介をお願いします。 

〔委員自己紹介〕 

今吉委員長 本日は委員外議員として大友議員、

清田議員、小川議員に出席いただいています。 

 次に事務局職員を紹介します。 

議事課の秋本君です。（起立挨拶） 

政策調査課の阿南君です。（起立挨拶） 

続いて執行部の自己紹介をお願いします。 

  〔和田総務部長挨拶〕 

  〔幹部職員自己紹介〕 

今吉委員長 ここで、審査に入る前に委員の皆

様に、 委員外議員の発言についてお諮りします。 

 委員外議員からの発言の申出については、会

議規則により委員会がそれを許すか否かを決め

ると定められています。 

議事の円滑な運営のため本日の委員会以降、

委員の皆様から特に異議が出た場合を除き、そ

の発言を許すか否かについては、委員長に一任

いただきたいと存じますが、よろしいでしょう

か。 

  〔「異議なし」と言う者あり〕 

今吉委員長 御異議がないので、委員外議員の

発言を許すか否かについては、委員長に一任い

ただきます。 

 次に委員外議員の皆様に申し上げます。委員

外議員の方が発言を希望する場合は、委員の質

疑終了後に挙手し、私から指名を受けた後、長

時間にわたらないよう要点を簡潔に御発言願い

ます。 

 それでは、総務部関係の令和４年度の行政組

織及び重点事業等について説明願います。 

  なお、説明及び答弁は私から指名を受けた後 

簡潔明瞭にお願いします。 

和田総務部長 まず、私が総括的事項について

説明した後、各所属長よりそれぞれの組織、分

掌事務、重点事業等について説明します。 

 お手元のタブレットの２ページをお開きくだ

さい。 

 総務部の組織ですが、本庁は知事室、行政企

画課など１１所属、地方機関は振興局や県税事

務所、公文書館があり、職員数は合計で９４４

人となっています。 

 １ページめくって、次の３ページを御覧くだ

さい。令和４年度の総務部の予算概要について

説明します。 

 総務部では、行財政改革推進計画を着実に実

行していくとともに、次世代の社会の姿を見据

えた安定した財政基盤の構築と、スマートな行

政運営に向けたデジタル化を強力に進めます。 

 令和４年度の一般会計の予算の総額は、上の

表の左から２列目の予算額（Ａ）欄、上から３

行目の総務部の計にあるように１， ６４７億２，

５３５万７千円です。これを令和３年度当初予

算額と比較すると７５億１，３６３万５千円、

率にして４．８％の増となります。 

 増の主な要因ですが、製油所再稼働に伴う原

粗油の輸入量増の影響等により、地方消費税が

増収となったことに伴って、地方消費税清算金

が増になったことなどによるものです。 

 以上で私からの説明を終わります。以降、各

所属長から説明します。 

上城知事室長 知事室です。説明資料はタブレ

ットの４ページをお願いします。 

 まず１の組織ですが、知事室は総務班、知事

補佐班の二つの班で構成されており、職員数は

１０人です。 

 ２の分掌事務の主なものですが、（１）の知

事及び副知事の秘書業務に関すること、（２）

の知事の政策研究の補助に関すること、（５）

の叙位、叙勲及び褒章に関すること、（６）の 

表彰に関することなどを担当しています。 
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 次にタブレット５ページをお開き願います。 

 令和４年度の予算総額は、左下合計欄にある

とおり１億６，９７５万２千円です。 

 次にタブレット６ページをお願いします。 

 予算の内容ですが、特別職３人を含む１３人

の給与費、秘書用務及び叙位叙勲等に要する経

費である秘書事務費、知事表彰、県民表彰等表

彰に要する経費である表彰事務費です。 

比護行政企画課長 行政企画課です。タブレッ

トの７ページをお開きください。 

 １の組織についてですが、総務企画班、行政

企画班、組織管理班及び地方主権推進班の四つ

の班で構成されており、職員数は２２名です。 

 次に２の分掌事務についてです。主なものと

して（１）組織及び権限に関すること、（２） 

事務の管理改善に関すること、（３）地方分権

の推進に関すること、（４）行財政改革の推進

に関することなどを担当しています。 

 次に３の重点事業についてです。 

 １点目は行財政改革推進計画の着実な実行で

す。令和２年３月に策定した大分県行財政改革

推進計画に基づき、県政運営を支える行財政基

盤の強化を図るとともに、革新的な先端技術も

積極的に活用し、次世代型スマート県庁の実現

に向けた取組を着実に進めていきます。また、

本年３月に人事課とともに策定した大分県庁働

き方改革基本方針に基づき、所属長のリーダー

シップにより業務改善に取り組みます。 

 ２点目は内部統制の推進です。令和２年度よ

り導入された本制度ですが、昨年度は令和２年

度の評価報告書を監査委員の意見を付して議会

へ提出しています。評価の結果、重大な不備に

該当する事象は認められなかったものの、所属

によって取組に濃淡があったことや不適切な事

案が散見されるなどの課題もありました。その

ため、チェックリストの見直しやｅ－ラーニン

グ研修の実施などにより、内部統制がしっかり

と機能するよう制度の改善運用を図ります。 

 次にタブレット８ページをお願いします。 

 当課の歳出予算額は、左下の合計にあるよう

に５８億１，６５９万円です。このうち上から

９番目の営繕費３０億円については、この後、

県有財産経営室から説明するので、私からはそ

の他の主なものを説明します。 

 次のタブレット９ページを御覧ください。 

 一般管理費についてです。左端の事業名欄の

上から３段目、外部監査費１，３９５万５千円

は、包括外部監査の実施に要する経費です。そ

の二つ下の指定管理施設利用者サービス向上推

進事業費３００万円は、指定管理施設において

事故の発生防止など、緊急事案等に対応するた

めの経費です。 

 続いてタブレット１０ページをお願いします。 

 企画総務費について、事業名欄にある企画連

絡調整費１，１３３万１千円は、全国知事会や

九州地方知事会等への負担金が主なものです。 

渡辺県有財産経営室長 県有財産経営室です。

委員会資料のタブレット１１ページをお開きく

ださい。 

 １の組織ですが、利活用推進班と公共施設総

合管理班の二つの班で構成されており、職員数

は８人です。 

 次に２の分掌事務です。主なものとしては、

（１）県有財産の経営及び総括管理に関するこ

と、（２）県有財産の有効利活用に関すること 

（９）公共施設等の計画的管理・長寿命化の推

進に関することなどを担当しています。 

 次に３の重点事業については二つです。 

 一つは令和２年３月に策定した県有財産売却

等推進計画に沿って、着実に未利用県有財産の

利活用と収入確保を図ります。もう一つは大分

県公共施設等総合管理指針に基づき、県有建築

物や公共インフラ施設の長寿命化対策を推進し

ます。 

 次に令和４年度当初予算です。タブレット１

２ページをお開きください。 

 主なものとして、まず事業名欄の２番目、県

有財産総合経営推進事業費６，７０２万９千円

は、未利用となった県有財産を売却する前の測

量などの経費及び別府総合庁舎建て替えに伴う

業務委託経費などです。 

 次に１３ページをお開きください。 

 県有建築物保全事業費３０億円は大規模施設

や知事部局所管県有建築物の保全予算を一元的
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に管理し、計画的に保全工事を行うことで、施

設の長寿命化や財政負担の軽減、予算の平準化

を目的に実施するものです。 

  次に１４ページをお開きください。 

 これが、さきほど１３ページで説明した保全

工事の主なものになります。豊後大野総合庁舎

の大規模改修４億２千万円など、合わせて４４

施設を予定しています。なお、先般の予算特別

委員会や総務企画委員会で御指摘いただいたの

で、次回からの予算概要の記載については、丁

寧な説明になるように改善していきます。 

小石電子自治体推進室長 電子自治体推進室に

ついて説明します。タブレット１５ページをお

開きください。 

 １の組織ですが、本年４月に兼務の参事を廃

止し、新たに行政手続の電子化や公金収納のキ

ャッシュレス対応をはじめとした行政のＤＸを

推進するため企画管理班を設置し、電子自治体

推進班、基盤システム管理班、システム開発支

援班の計４班で構成しています。職員数も４人

増員し、合計２３人です。 

 次に２の分掌事務についてです。 

 主なものとして、（１）行政（県及び市町村 

）のデジタル化の推進に係る総合企画及び連絡

調整に関すること、（２）行政に係る情報ネッ

トワークの構築及び運用に関すること、（３）

自治体の情報化に関する調査研究及び啓発普及

に関することなどを担当しています。 

 次にタブレット１６ページを御覧ください。 

 重点事業についてです。１点目の行政手続の

電子化では、６年度末までに行政手続の１００ 

％電子化を目指し約３，５００手続の電子化を

計画的に進めます。 

 ２点目の公金収納のキャッシュレス対応では、

令和６年度のキャッシュレス対応完了を目指し、

公金収納窓口におけるキャッシュレス端末設置

等を進めます。 

 ３点目のマイナンバーカードの取得促進では、

国が本年度末までにほぼ全ての住民がカードを

保有することを目標としており、市町村と連携

して取得促進を図っていきます。 

 ４点目の市町村のＤＸの推進では、市町村の

基幹２０システムの標準化によるコスト削減や

子育て、介護等の行政手続の電子化等を支援し

ます。 

 ５点目の情報システム連携基盤の構築では、

電子申請データの中継や変換ができ、さらに庁

内の行政データの一元管理、活用ができる共通

基盤を整備します。これらの取組により、県民

の利便性向上と行政運営の効率化を図ります。 

 歳出予算について、主なものを説明します。

タブレット１７ページをお開きください。 

 赤枠のマイナンバーカード利活用推進事業費

３，８４２万８千円は、マイナンバーカードの

利用促進を図るための、自治体の各種施策への

参加者等に対し、簡易で迅速にポイントを付与

できる基盤の構築等を行うものです。 

 タブレット１８ページを御覧ください。 

 赤枠のキャッシュレス対応推進事業費１，８

２２万２千円は、公金収納業務を行う窓口への

キャッシュレス端末導入及び運用等を行うもの

です。 

 タブレット１９ページを御覧ください。 

 赤枠の行政手続電子化推進事業費３，０１８

万円は電子申請システムの運用等を行うもので

す。なお、取組の詳細については後ほど諸般の

報告で説明します。 

河野県政情報課長 県政情報課です。タブレッ

ト２０ページを御覧ください。 

 １の組織については、文書班及び情報公開班

の２班に計１５人の職員が配置されています。

また、地方機関として公文書館があり、職員５

人が配置されています。 

 ２の分掌事務について、主なものとしては、

（２）文書事務の指導及び改善に関すること、

（３）公文書の収受及び発送に関すること、（ 

７）の情報公開や（８）の個人情報の保護に関

する事務の総括に関することを所掌しています。 

 ３の重点事業については、職員に対する研修

会や説明会を行い適正な文書管理事務を推進す

るとともに、情報公開・個人情報保護制度の円

滑な運用を実施します。 

 次に令和４年度当初予算ですが、タブレット

２１ページを御覧ください。 
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 県政情報課の予算額は、法務室を含んだ総額

で、表の左側の一番下の合計欄３億４，５０８

万９千円です。 

 次にタブレット２２ページを御覧ください。 

 歳出予算の主なものとして、事業名欄一番上

の文書収発・浄書集中管理費７，７６２万円は

集中管理による文書の発送、印刷等に要する経

費です。２番目の法制事務費３，１０７万１千

円は、県報発行等に要する経費です。 

 次にタブレット２３ページを御覧ください。 

 一番上の公文書館運営費３，６４２万７千円

は、歴史資料として重要な公文書等を収集整理

し、県民等の利用に供する公文書館の運営費で

す。 

河野法務室長 法務室です。タブレット２４ペ

ージをお開きください。 

  まず１の組織ですが、法務室には室長以下８

人の職員が配置されています。 

 次に２の分掌事務ですが、主なものは（１）

法制審議に関することとして、具体的には条例

等の予算外議案や県規則及び訓令などの事前審

査を行うとともに、（４）公益法人等に関する

事務の連絡調整に関すること、（６）大分県行

政不服審査会に関すること、（７）訴訟の処理

に関する事務の連絡調整に関することを所掌し

ています。 

 歳出予算については、法務室は県政情報課の

課内室として、県政情報課において一元的に執

行管理されています。 

井下人事課長 人事課です。タブレット２５ぺ

ージをお開きください。 

 まず１の組織についてです。人事課は総務・

厚生班、人事班、人材育成班、人事制度班、給

与・調整班、健康支援班、地方職員共済組合業

務従事の６班と１業務従事の３１人体制です。

また、大分県職員互助会及び大分県自治人材育

成センターに業務援助を行っています。 

 次にタブレット２６ページを御覧ください。 

 ２の分掌事務についてです。主なものは（１ 

）の職員の定数、任免、分限、懲戒、服務その 

他の人事に関すること、（２）の職員の給与、 

勤務時間その他の勤務条件に関すること、（６ 

）の職員の研修に関すること、（７）の職員の 

保健及び元気回復に関すること等です。 

 次に３の重点事業、大分県職員の働き方改革

についてです。タブレット２７ページを御覧く

ださい。 

 大分県職員の働き方改革として、平成３０年

に策定した長時間労働の是正に向けた職員行動

指針を見直し、今年３月に大分県庁働き方改革

基本方針を策定しました。新しい方針では、年

次有給休暇の取得日数や育児休業取得率、時間

外勤務に関する目標値など、新たに数値目標を

定めるとともに、組織の意識改革、業務改善の

推進、多様で柔軟な働き方の推進の三つを重点

項目として定め、各種の取組を進めます。 

 中でも在宅勤務制度については、柔軟な働き

方推進のツールとしてだけではなく、感染症の

拡大等非常時における行政機能維持の観点から

も、より多くの職員に活用されるよう環境整備

を行うとともに、積極的に情報発信を行ってい

きます。 

 また、男女が共に働きやすい職場環境づくり

を実現するため、次世代育成支援対策推進法に

基づく特定事業主行動計画に、男性職員の育児

休業取得率を１００％とする目標を掲げていま

す。引き続き、子どもが生まれた全ての男性職

員が、１か月以上育児休業を取得することを目

指し取組を進めます。 

 大分県職員の働き方改革実現に向けて、これ

までの取組をさらに進めるべく全職員一丸とな

って取り組みます。 

 次に歳出予算について説明します。２８ペー

ジをお開きください。 

 人事課の歳出予算額は、左下の合計欄にある

とおり５９億１，７１７万円です。このうち主

なものを説明します。 

 タブレット２９ページをお開きください。 

 事業名欄の給与費５５億３５４万１千円は、

人事課職員４１人分の給与に加え、全庁分の退

職手当等を計上しています。 

 次にタブレット３０ページをお開きください。 

 事業名欄上から四つ目、県職員の働き方改革

推進事業費１，７２２万円は、さきほど申し上
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げた職員の働き方改革を推進するため、在宅勤

務制度に係るパソコン整備等を行うものです。 

髙木財政課長 財政課です。タブレット３１ペ

ージをお願いします。 

 まず財政課の組織ですが、総務企画班と五つ

の予算班で構成されており、職員数は２４人で

す。 

 ２の分掌事務としては、県議会に関すること

や予算の調製をはじめ、地方交付税、県債など

県財政に関することです。 

 次にタブレット３２ページを御覧ください。 

 ３の一般会計歳入予算全般について説明しま

す。本年度当初予算の総額は、表の２列目、本

年度予算額の一番下、合計欄にあるとおり７，

１７８億４，１００万円で、これを前年度の予

算額と比較すると１５１億１千万円の増、率に

してプラス２．２％となっています。 

 当初予算歳入の内訳ですが、第１款県税から

第３款地方譲与税までは、この後、税務課長か

ら説明するので、私からは、その他の項目のう

ち主なものを説明します。 

 まず第５款地方交付税は１，７８４億円と、

前年度と比べ６億円の減、率にして０．３％の

減。地方交付税の振り替わりとして借り入れる

臨時財政対策債については、表の下から２番目

の赤枠の中ですが１０４億４千万円と、前年度

に比べ２２７億６，３００万円の減、率にして

６８．６％の減となっています。 

 以上が県税とともに、一般財源を構成する財

政運営の要となる財源ですが、その最終的な調

整を行うのが下から６行目の、うち財政調整用

基金繰入金です。予算の編成においては、歳入

を適切に見積もるとともに、歳出を精査した上

で最終的に不足する財源をここで補っています。 

 本年度の当初予算では６５億円を取り崩すこ

ととしており、取崩額は前年度と同額となって

います。 

 次に４の重点事業ですが、安定的で持続可能

な財政基盤の構築に向け、財政調整用基金残高

の確保や県債残高の適正管理などに取り組みま

す。 

 令和４年度末の財政調整用基金残高は２５７

億円となる見込みですが、行財政改革推進計画

の目標である令和６年度末３３０億円の残高確

保に向け、しっかりと財政運営にあたります。 

 また、県債残高は約１兆８６１億円と前年度

より減少しています。これはさきほど説明しま

したが、地方財政計画に基づき臨時財政対策債

の発行額が減額することなどによるものです。

一方、臨時財政対策債等を除いた実質的な公債

費残高は約６，２８９億円と、目標とする６，

５００億円以下を堅持しており、引き続き県債

残高の適正管理に取り組みます。 

 続いて歳出予算について説明します。タブレ

ット３３ページをお開きください。 

 財政課の歳出予算額は、左下の合計欄にある

とおり７９８億４，８２０万３千円です。この

うち主なものを説明します。 

 タブレット３４ページをお開きください。 

 公債費についてです。事業名欄一番上、公債

管理特別会計繰出金６４０億７，６４４万８千

円は、県債の償還を公債管理特別会計で一元的

に行うため、元金相当額を一般会計から特別会

計へ繰り出すものです。前年度と比べて２１億

８，１９０万２千円の増となっており、これは

過去に発行した臨時財政対策債の償還が増加す

ることなどによるものです。 

 その下、減債基金積立金９０億７，５００万

円は、県債の借入れとして全国型市場公募債を

発行しており、その償還方式を通算３０年の満

期一括償還としていることから、毎年度発行済

額の３．３％相当を、満期の支払いに備えてあ

らかじめ積み立てておくものです。 

 次のタブレット３５ページを御覧ください。 

 こちらは利子になりますが、事業名欄上から

二つ目、公債管理特別会計繰出金５５億７，７

３５万６千円は、さきほどの元金と同様に通常

債分の利子を特別会計へ繰り出すものです。借

入金利の低減などにより、前年度と比べて約６

億円の減となっています。 

山口税務課長 税務課です。タブレット３６ペ

ージをお開きください。 

 １の組織についてですが、（１）の本庁税務

課は、企画管理班、課税班、税務電算班の三つ
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の班で構成されており、職員数は２０人です。

また（２）の地方機関は、四つの県税事務所で

職員数は１６６人、合計で１８６人です。 

 続いてタブレット３７ページです。２の分掌

事務については、（１）の県税及び県税に係る

徴収金の賦課徴収に関することが主なものにな

ります。 

 ３８ページをお開きください。 

 ３の県税等歳入予算について説明します。表

の中ほど、県税計の本年度予算額は総額で１，

２９８億円を計上しており、前年度予算と比較

すると１５５億円、率にして１３．６％の増を

見込んでいます。 

 これは、企業業績の見通しが堅調であること

や県内の製油所の再稼働に伴う原油輸入量の増

加等により法人二税や地方消費税を中心に増収

を見込んでいることなどが主な要因です。 

 表の下から２行目、地方譲与税計の予算額は

総額で２２２億４００万円を計上しており、前

年度予算と比較すると６９億４００万円の増を

見込んでいます。 これは特別法人事業譲与税が、

企業業績の改善に伴い６８億５，８００万円増

加することなどによるものです。 

 その下の地方消費税清算金は５２４億１，７

００万円を計上しており、地方財政計画におけ

る全国ベースでの消費及び輸入の動向などを踏

まえ１４億７，１００万円の増となりました。 

 次に４の重点事業です。県税の中でも特に収

入未済額の大きい個人県民税については、市町

村が賦課徴収を行っていることから、市町村と

連携して徴収強化に取り組んでいます。 

 具体的には、県職員の派遣に加えて市町村間

で徴収職員の相互併任を行い、市町村同士で税

の徴収に関して、お互いに協力し合う仕組みを

導入しており、引き続き市町村における徴収体

制の強化や技術の向上を図りたいと考えます。 

 次に歳出予算について説明します。タブレッ

ト３９ページをお開きください。 

 税務課の歳出予算額の合計は、左下の合計に

あるとおり６９２億３７１万３千円です。 

 主なものを説明します。次のタブレット４０

ページをお開きください。 

 事業名欄の上から二つ目、県税徴収事務費で

す。右端の事業概要欄を御覧ください。主なも

のを説明します。上から二つ目の二重マル、県

民税徴収交付金１６億９，８５１万６千円は、

個人県民税を賦課徴収する市町村に対し、徴収

取扱費を交付するものです。 

 その二つ下の二重マル、自動車税徴収強化対

策事業費２，１８７万２千円は、自動車税種別

割の納期内納付の促進に係る広報活動等に要す

る経費です。 

 なお、令和３年度の自動車税の納期内納付率

は前年度から０．９２ポイント上昇し８３．３

７％となりました。これは、スマートフォン決

済アプリ、ＰａｙＰａｙ（ペイペイ）をはじめ 

とするキャッシュレス決済の利用が増加したこ

となどが要因と考えています。 今後も引き続き、

納期内納付率の一層の向上を図ります。 

曽根田市町村振興課長 市町村振興課です。タ

ブレット４１ページをお開き願います。 

 １の組織についてです。当課は企画管理班、

行政班、選挙班、財政班、税政班の５班で構成

されており、職員数は２６人です。地方機関は

４２ページ以降に記載していますが、当課で六

つの振興局を所管しており、職員数は５７０人

です。 

 ４７ページまで振興局の組織が続くので、４

８ページをお開き願います。 

 ２の分掌事務についてですが、当課は（１）

にある、市町村等に対する行政、財政及び税政

に関する助言、（３）の各種選挙の執行、（１

４）振興局に係る人事及び予算などを所管して

います。 

 次に３の重点事業についてです。 

 まず、（１）の市町村の行財政基盤確立のた

めの支援です。人口減少や少子高齢化が急速に

進展する中、市町村が財政の健全性を保ちなが

ら、より効率的で持続可能な行財政運営と住民

サービスの向上の両立が図られるよう、決算状

況や財政収支見通し等を踏まえた適切な助言を

行うとともに、水道事業など市町村公営企業の

経営改革促進に引き続き取り組みます。 

 （２）の市町村の人材育成支援です。地方分
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権が進展し、住民ニーズが高度化・多様化する

中で、職員の政策形成能力の一層の向上が求め

られています。そこで、幅広いネットワークの

形成と変わりゆくニーズに的確に対処できる実

務能力や政策企画力を持った市町村職員の人材

育成を支援します。 

 次に歳出予算について説明します。タブレッ

ト４９ページをお開きください。 

 当課の歳出予算総額は、左下にあるとおり３

０億３，２７１万７千円で、このうち主な事業

についてですが、まずはタブレット５０ページ

をお開きください。 

 政策自治体を担う地方創生人材育成事業費３

１５万３千円です。この事業は、市町村実務研

修制度における政策研究や、おおいた徴収カレ

ッジ等の専門能力向上研修などにより、地方創

生を担う市町村職員の人材育成を支援するもの

です。 

 続いて５１ページをお開きください。 

 地方選挙執行経費２億６，８２０万８千円で

す。これは、令和５年４月に予定されている大

分県知事選挙及び大分県議会議員選挙に係る経

費のうち、令和４年度に要する経費を計上する

ものです。 

 続いて５２ページをお開きください。 

 参議院議員選挙執行経費６億７，８０５万８

千円です。これは本年７月２５日の任期満了に

より行われる、参議院議員通常選挙の執行に要

する経費を計上するものです。 

前田総務事務センター所長 総務事務センター

です。 タブレット５３ページをお開きください。 

 まず１の組織ですが、総務事務センターは総

務事務第一班、総務事務第二班の二つの班で組

織されており、職員数は１４人です。また、旅

費計算や手当認定業務処理などのため、会計年

度任用職員３７人を配置しています。 

 次に２の分掌事務です。（１）から（５）に 

あるように、主に給与の集中管理並びに旅費計

算や支給、各種手当の認定に関する事務などを

所掌しています。 

 次に３の重点事業です。まず、（１）センター

業務の円滑な運用についてです。総務事務セン

ターは、各所属からの届出を受け、職員の旅費

計算及び各種手当の認定並びに支給事務を一元

的に行っています。今後も総務系の事務を正確

迅速に行うことで、各所属の職員を下支えし、

事務一元化によるメリットを発揮できるよう努

めます。 

 （２）新総務事務システムの安定的運用です

が、令和元年度から開発作業を進めていた新シ

ステムが順次稼働し、主な業務については令和

３年７月までに、順次新システムに移行しまし

た。また本年度は、法改正により１０月から会

計年度任用職員が共済組合に加入することから、

必要なシステムの改修を行います。今後も新シ

ステムの安定的な運用に努めます。 

 続いて歳出予算について説明します。タブレ

ット５４ページをお開きください。 

 総務事務センターの予算総額は、左下の合計

欄にあるように３億９，２１２万３千円です。

予算の内訳についてはタブレット５５ページを

お開きください。 

  主なものとしては事業名欄の３番目、職員管

理費２億４，２７７万５千円は、知事部局等の

職員に対する児童手当等の支給に要する経費で

す。また上から４番目、総務事務システム改修

事業費２，０８５万６千円は、本年１０月から

会計年度任用職員が共済加入となることに伴う

総務事務システムの改修経費です。 

今吉委員長 以上で説明は終わりました。 

  これより質疑に入ります。 委員の皆様から質

疑、意見などはありませんか。 

末宗委員 何点かあるけど、１点はパソコン関

係で、コンピューターの互換性。 

 日本のコンピューターで、例えば三菱とかＮ

ＥＣとかで、互換性がなかなかないと聞いてい

るけど、例えば今度のようにロシアがウクライ

ナに侵略して、今ＧＡＦＡが宇宙から監視のよ

うなことをやっているみたいだけど、そういう

企業が日本である程度育たないと、日本が非常

にもろい国になっているような気がしてね、そ

こらあたりを担当者はどう考えているのか、お

聞きしたい。 

 ２点目は、さきほど育休の話があって、男女
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１００％を目標と言っていたけど、役所は税金

で暮らしているから問題はないけど、一般企業

は利益で賄っているわけよね。そしたら今、企

業は週休２日で非常に給料が上がって苦しんで

いる。なかなか中小企業が成長できない原因が

そこにもあるよね。 

 例えば、デービットアトキンソンとかが中小

企業１００名以上という形で政府を指導してい

るけど、日本の中小企業の場合、成長する企業

が外国の企業と比べて極めて少ない。そういう

足かせを行政が行うんよね。だから、そこらあ

たり、税金で暮らしている人と利益で暮らして

いる人の感覚を行政がどう思っているのか、ち

ょっと見解を聞きたい。 

 それともう一つあって、個人情報もここでい

いかな。（「個人情報、いいです」と言う者あ

り）この前、議運で監査請求があったんや。役

所の名前とかは出ているけど、訴えた人の名前

とかがない。その場では、議会事務局はみんな

分からないと言っていたけど、後で監査委員事

務局が来て、個人情報保護の関係で訴えた人の

名前は言われんと言うのよ。 

 大分県の監査という公的な関係で、それでは

チェック機関として議員の務めが果たせないわ

けよね。行政がどこまでチェック機関である議

員の権限を統制というか規制をするのか、ちょ

っと見解を聞きたい。 

小石電子自治体推進室長 パソコンの互換性の

件についてお答えします。 

 これについては今、国も全国の市町村のシス

テム標準化を進めていて、国が用意するガバメ

ントクラウドに標準のアプリを乗せて、各自治

体はそれにつなげて使うことになっているので、

どこのパソコンだから使えないとかにはならな

いと思っています。県の中でも今年度、共通基

盤システムを構築しようとしています。これに

ついては、各業務システムをつなぐ役割、県庁

内のデータをためる役割、ためたデータを職員

が有効活用して政策にいかしていくことで、ど

のパソコンであろうが、同じように使えるよう

な仕組みにしていきたいと思っています。 

井下人事課長 男女とも、育休１００％を目指

すという方針についてお尋ねいただきました。

これに関しては、令和２年度に政府が全国民男

女ともに育休１００％を目指すとの方針を打ち

出して、その考え方に沿って大分県でも取組を

進めています。 

河野県政情報課長 個人情報の保護についてで

す。 

 監査請求があったときに、議会に通知する制

度があると伺っています。個人情報保護条例７

条の中で、原則として法令等の規定に基づき提

供しなければならないといった場合を除いて、

目的外での利用や提供は禁止されています。 

 住民監査請求については、請求人の住所とか

氏名を通知する定めもありませんので、この個

人情報保護条例７条に基づいて提供するのが難

しいと考えています。 

末宗委員 最後のから聞こう。意味がよく分か

らなかったけど、議会の議員活動をするのに情

報がないんだから、監査請求がどんなものだっ

たのか、請求者も何も分からないと活動するこ

と自体ができないわけよね。要するに議会活動

はもう要らん、 させんと理解していいわけかな。 

河野県政情報課長 住民監査請求制度について

は、監査委員事務局が所管しているので、詳し

くはそちらでと思いますが、私どもが伺ってい

るのは、議会に通知する趣旨として、その請求

にかかる損害賠償等の請求権を放棄しようと、

議決しようとしたときに、その前段階として議

会側に情報を提供しておく必要があるため、議

会に請求の趣旨を伝えているものだと。 

 そのときに請求人の住所、氏名までは必要が

ないと考えられており、それを踏まえて通知を

していないと聞いています。それは、個人情報

保護条例の趣旨にも合致しているので、そうい

った対応をしていると考えています。 

末宗委員 それでは議会活動ができないと、今

僕は言っているけど、おたくはそれでいいと言

うわけよね。要するに、議会活動を妨害するわ

けよね。県の情報公開というのは、要するに議

会活動を妨害して、県民の思惑を無視しても、

とにかくそこでシャットダウンするという考え

方でいいのかね。 
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河野県政情報課長 決して議会活動を妨害とい

うことではなくて…… 

末宗委員 いや、僕が妨害と言っているんだ。

あんたは違うかもしれないが。 

今吉委員長 末宗委員、それは多分、個人情報

保護法に基づいてということでしょう。（「は

い。個人情報保護条例を所管しておりますが、

それに基づいて対応していく……」という者あ

り） 

末宗委員 それが保護法に基づいてと、きちっ

とした情報も何も出てこないし、いくらか行政

機関によって判断がしんしゃくできるんじゃな

いかと思うんよね。そういう運用をしているん

じゃないかという気がするんよ。（「末宗委員

それはまた……」という者あり）だから、僕が

言いたいのは、要するに、公開しないことによ

って大分県のイメージが暗くなる。そういうイ

メージを持っているから言っているだけで、ま

あいいわ。 

 それから、男女平等はこのとおり政府が推進

しているのは分かる。政府が推進していると書

いてあるけど、大分県はどういう見解を持って

やっているのか。政府がやることは全て１００ 

％でやるのか。そこらあたりの見解を知りたか

った。 

 それとコンピューターの互換性だけど、今そ

うやって進めていると言うけど、自分たちのこ

とはいつまでにとか、そういう目標はないんか

な。例えば、来年までにそれを達成するとか、

世界が動いているから、そういうところも早め

にやらないと。もうＧＡＦＡとかが出来上がっ

てしまっているから、日本の企業は今から追い

つくのも非常に難しいような状況下で、今政府

とか県とかがやっていることで、本当に日本の

企業が育つかどうか。日本の企業を育てないと

やっぱり情報で勝てない。そういう気概がある

かを、ちょっと聞きたかった。 

今吉委員長 それでは簡潔に。 

井下人事課長 大分県においては、子育て満足

度日本一の実現に向けて、様々な取組を行って

います。その中で、県職員が率先して男性の家

庭生活の参画を促進する取組を進めていく観点

から、男性職員の育児休業取得率に関しても、

女性職員と同様に１００％を目標に取組を進め

ることにしています。 

末宗委員 ちょっと１点だけいいかね。僕が聞

いたのは、日本の中小企業がそれで成長できな

い、成長が遅れていると言っているのよ。そう

いう指導で、なかなか羽ばたけない状態が生ま

れているわけよ。だから、役所の人間だけが育

休でも何でも１００％実現する方向がいいのか、

日本の企業がある程度動けるような画期的な体

制にみんな持っていくのか、矛盾した分がある

から僕は聞いたわけ。 

今吉委員長 末宗委員、課長が言っているのは

国の方針ということでしょう。だからもう、民

間にとっては…… 

末宗委員 いやいや、大分県の考えはないかと

聞きました。 

今吉委員長 だから、ないんじゃないですか。 

末宗委員 ないならないでいいんだよ、ないと

言ってくれれば。大分県の考えはないと。 

今吉委員長 民間のことは分かるけれども、と

りあえず国の方針でいいですね。 

 じゃ、あと、例のＤＸの件は。 

小石電子自治体推進室長 企業の成長促進、産

業振興については、一義的には商工観光労働部

で所管しています。我々としては、企業が持っ

ているサービスをいかにうまく使って県民の利

便性向上につなげていくかとか、県の中の業務

効率化につなげていくかとか、そういった視点

でやっています。 

末宗委員 ちょっと１点だけ。商工観光労働部

と言うけど、予算的にはこの電子自治体推進室

が県全体を統括しているわけやろう。商工観光

労働部がこの電子自治体を統括しているわけじ

ゃないんだから。僕が聞いたのは電子自治体の

ことを聞いたわけよ。それを商工観光労働部だ

とうち捨てられたら、質問の趣旨が変わってく

るわけよ。 

今吉委員長 管轄が多分、デジタルのパソコン

の互換性というか…… 

末宗委員 いや、この商工観光労働部にやって

しまえばいいよ、この電子自治体を。電子自治
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体が予算を持っているから。 

今吉委員長 企業がどうするかですよね。 

末宗委員 そこはもう同時に含んでいるのよ。 

今吉委員長 では室長、簡潔にどうぞ。 

小石電子自治体推進室長 大変すみません。我 

々は行政のＤＸ、行政のデジタル化の推進でし

て、企業の成長に向けての事業を持っているわ

けじゃないので、ちょっとそこら辺の所管は商

工観光労働部になりますので…… 

今吉委員長 もういいですね。（「まあ、そうや

ね」という者あり） 

今吉委員長 そのほかの委員は、どうでしょう

か。 

吉竹副委員長 マイナンバーカードについて少

しお尋ねします。 

 国が一生懸命推進していますね。県もそれに

ならって推進する。今度はポイントを付与しま

すが、使う人から見ればポイントですから、あ

る意味いい面があるのかなと思いますが、ポイ

ントを付与するときにそれぞれの商店関係が、

ポイントを付与できる形ができているかは、県

はどのくらい把握していますか。システムをつ

くろうとしても、システムを使うお店とか中小

規模の商店関係、当然、コンビニとかはそうい

った関係でポイント制も早くやっていますが、

ローカルの小さな商店、中心部じゃなくて県全

体を見たときに、そのポイント制度をマイナン

バーカードに入れたときに、それを利用できる

お店が８割、９割あればすばらしいことだと思

うんですよ。 

 だけど実際に今、それをどのくらい県で把握

しているのか。それについて見解をお願いしま

す。 

小石電子自治体推進室長 大分県版マイナポイ

ント事業に関してお答えします。 

 そもそも国が用意しているマイキープラット

フォームという基盤を使って、大分県がポイン

ト付与するわけですが、付与された人は、自分

の持っている何とかペイなどにひも付けて使う

ことになります。 

 ですから、商店、小売店で何とかペイに対応

しているところで使えることになりますが、こ

の決済事業者、どこと大分県がポイントを付与

して、どこの事業者と連携してやっていくかに

ついては、今協議中です。かなりシェアのある

ところとも連携してやっていきたいと思ってい

て、多くのお店で使えることになるかと思って

います。ただ、数字については持ち合わせてい

ません。 

吉竹副委員長 マイナンバーカードの裏にチッ

プがありますよね。例えば、推進の一つの方法

ですが、そのチップの中にかなりのいろんなデ

ータが入るそうです。例えば、県立図書館とか

美術館に入場するときに、中にインプットする

サービスができるんですよ。かなりの量のデー

タが入るそうですが、こういったポイント制度

だけじゃなくて、例えばプラスアルファで県が

持っている施設――体育施設もそうですが、そ

ういった施設の利用促進もこのカードを推進す

るのであれば。 

 今言ったポイントを付与するという一つの政

策は、相手側にとって──商店の関係もいろい

ろあるでしょうけど、そこはいいと思います。

だけど、さきほど申したように、そのチップの

中に県が独自にやるという、それを打ち出して

いくものに、もっと大きなものがあっていいと

思うんですよ。その横に国が推薦しているこう

いう形、ポイントを付与して、それを各所で小

さい何とかペイで利用できるというのは、それ

は一つの形で、あげるからいいと思います。 

 それはいいのですが、県自体がこのカードを

推進するにあたって、県として何をやっている

のか、それがちょっと私も分からないけど、そ

こについてのお考えがありますか。 

小石電子自治体推進室長 マイナンバーカード

をなぜ取得しないのかに関して民間の調査会社

がアンケートを取った結果ですが、使える場面

が少ないという声が一番大きいです。我々とし

ては、使える場面を増やしていきたいと思って

いて、一つがさきほど言った大分県版のマイナ

ポイント事業です。もう一つは、マイナンバー

カード利活用のコンペを今年度やってみたいと

思っています。マイナンバーカードの使用を県

から提示して、それに対して民間の企業、学生
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からこんなアイデアで使ったらどうですかとい

った意見をいただくことで、やっていきたいと

思っています。それは今ちょっと検討していま

す。 

 そうすることで、アイデアが事業化できれば

一番いいですが、そういうコンテストをやるこ

とで世の中にマイナンバーカードはこんなもの

なんだ、 こうやって使えるんだと広まっていく、

そういう効果もあるかと思っており、そういう

ことも取り組んでいきたいと思っています。 

吉竹副委員長 その中でさきほど申し上げたよ

うに、県有施設の中の利用促進を考えないので

しょうか。 

小石電子自治体推進室長 そうですね。そうい

うことも考えていきたいと思います。現時点で

は県立図書館で使えます。市の図書館では大分

市と臼杵市の図書館が使えるようになっている

ので、そういったところも県内の市町村に広め

て――我々、市町村を集めた会議も持っている

ので、そういうところで情報共有しながら横展

開していきたいと思います。 

戸高委員 今のマイナンバーの件で、デジタル

化と言いながら、この取得に関してはまだちょ

っとアナログだとすごく感じるんですね。やっ

ぱり、現場窓口に行ってやるのが当たり前とい

うか、１回行ってまた受け取りのときに行くの

で、２回窓口に行くといった状況、これも指摘

されたことだと思います。 

 簡単にその場でできれば、もっと取得が進む

のはもう明らかだと思います。そのセキュリテ

ィ問題もクリアすれば、本当にこのデジタル化

を進めるために、そこまでのことを市町村が単

体で考えるのは、ちょっと難があるなと。そう

いった検討を取得率１００％にするために考え

ると、そういった方途も入れていかないと、進

まないんじゃないかなと思いますが、考えをお

願いします。 

小石電子自治体推進室長 おっしゃるように、

申請のときに一度行って、受取のときに行くの

で２回となりますが、例えば、カードの申請を

スマホやパソコンからすれば、受取のときに１

回で済みます。 

 それから、市町村は出張窓口で出向いて行っ

て、現地で申請を受け付けるときに本人確認ま

でできていれば、カードは郵送でお届けできる

制度もあります。もちろん大部分の市町村が知

っているわけですが、そういった形でやりまし

ょうと広めていきたいと思っています。 

戸高委員 その方法自体もまだアナログという

か、そういう感覚でちょっと言ったんですが、

いい方法があれば、今度取り入れてほしいと思

って申しました。よろしくお願いします。 

今吉委員長 ほかの委員はどうでしょうか。 

  〔「なし」という者あり〕 

今吉委員長 では、私から１点だけ３８ページ

の予算の県税等の歳入予算の額ですけど、前年

に比べて、かなり増える予測なんですよね。今

コロナ禍もあり、ウクライナとかロシアの関係

で原油価格が上がるとか、半導体がないとかの

中で本当に県税は、そんなに景気よく税収が上

がるかなと。ちょっと疑問で、少し甘いのじゃ

ないかと思いますが、そこはどうですか。 

山口税務課長 数字だけを見ると、１５５億円

と物すごいプラスに見えますが、実は令和３年

度当初の予算を見込むときに、やっぱり初めて

のことで、経済とか企業業績が大幅に下振れを

して法人二税を中心にすごい減収になると。そ

れは国もそう見込んでいるし、そもそも発射台

が低くなっているところがあります。 

 現実に、今の県税収入は非常に好調で、令和

３年度の県税収入ですが、かなり堅調に入って

きています。この予算を見込むときは、国の地

方財政計画であるとか、国の政府経済見通しだ

けではなくて、例えば、県の法人事業税収に大

きな影響を及ぼすような企業については個別に

税収を見込んでいます。大分県内には製油所が

あるので、地方消費税の貨物割については、為

替レートだとか原油価格とか、そういったとこ

ろも常に見て把握しているので、現時点ではこ

の予算額は確保できると考えています。 

 ただ今後、ウクライナ情勢がどうなるかも当

然あります。そこは新年度の収入が入ってきて

いませんので、毎月の県税収入の推移を見なが

ら、適切な確保に努めていきたいと考えていま
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す。 

今吉委員長 なるべくこうなるように頑張って

ほしいと思います。 

 では、委員外議員の方は、質疑はありません

か。 

  〔「なし」と言う者あり〕 

今吉委員長 ほかに質疑もないようです。これ

で令和４年度の行政組織及び重点事業等を終わ

ります。 

 次に、執行部から報告をしたい旨の申出があ

ったので、これを許します。①について説明を

お願いします。 

小石電子自治体推進室長 諸般の報告①の行政

手続の電子化、キャッシュレス実施計画及びマ

イナンバーカードの取得促進について説明しま

す。 

 タブレット５６ページを御覧ください。 

 まず行政手続の電子化です。県では令和２年

３月に策定した行財政改革推進計画に基づき、

令和６年度までに行政手続の１００％電子化を

目指しており、昨年度に全部局の電子化の行程

表を取りまとめました。 

 ２の取組方針ですが、県民の利便性向上と負

担軽減のため、県民目線で行政サービスの見直

しを行います。特に、年間申請件数１００件以

上の手続は優先的に取り組み、令和５年度まで

に完了させます。 

 電子化にあたっては、スマホからの申請を前

提とした分かりやすい申請フォームづくりを行

い、 ホームページには申請案内を充実させます。

また、県民向けの問合せ窓口も設置します。加

えてマイナンバーカードの公的個人認証により、

住民票等の代替とするなど添付書類の簡素化を

進め、申請者の負担軽減を図ります。 

 ３の年度別電子化手続数ですが、合計３，４

８７手続について、例えば今年度――令和４年

度には１，４８０手続を電子化するなど、年度

を割り振って計画的に取り組みます。 

 ４の主な事務の状況ですが、電子化する主な

手続を記載しています。例えば、県立総合文化

センターの練習室や会議室の予約、パスポート

申請は今年度に。県営住宅の入居申込や教育職

員免許状などの申請は令和５年度に電子化しま

す。 

 タブレット５７ページを御覧ください。 

 続いて、昨年度策定した大分県キャッシュレ

ス実施計画の概要について説明します。 

 １の目的ですが、近年キャッシュレス決済が

急速に普及していることを踏まえ、県では行財

政改革推進計画に基づき、支払手段の多様化に

よる県民の利便性向上と県の業務効率化のため、

公金収納のキャッシュレス対応を進めます。 

 具体的には２取組項目ですが、県の全ての収

納窓口において、令和６年度のキャッシュレス

対応完了を目指します。 

 まず、①窓口公金収納のキャッシュレス対応

ですが、全ての公金収納窓口にキャッシュレス

決済対応端末等を導入します。また、キャッシ

ュレス化にあわせて、現金管理の効率化や同一

庁舎内の所属の収納窓口を一元化するなど、業

務の効率化についても検討します。キャッシュ

レス決済の対応状況ですが、昨年度は６か所で

試行運用を開始しており、課題等を検証した上

で、今後の導入箇所に反映していきます。 

 今年度は１４か所を予定しています。円滑な

導入を図るため、例えば振興局では今年度南部

振興局に導入し、ノウハウを蓄積した上で、令

和５年度にほかの５振興局にそのノウハウを横

展開します。 

 ②電子申請に伴うオンライン決済です。手数

料等の公金収納を伴う行政手続について、オン

ラインで決済までを完結できるようにします。

昨年度オンライン収納機能のある電子申請シス

テムを導入しており、令和６年度までに手続の

１００％電子化を図ります。 

 ③納入通知書によるキャッシュレス対応です。 

現在進めている財務会計システムの更改にあわ

せて、納入通知書にバーコードを印刷し、金融

機関だけでなくオンラインやコンビニでも納付

できるようにします。 

 タブレット５８ページを御覧ください。 

 続いてマイナンバーカードの普及促進につい

て説明します。表題の下に書いるとおり、デジ

タル社会の実現に向けて、その行政基盤となる
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マイナンバーカードの普及が重要です。国は本

年度末までに、ほぼ全ての住民への普及を目標

としており、本県も市町村と協力して取得促進

に取り組みます。 

 取得促進のためには、取得のメリットはもち

ろんのこと、安全性についても認識していただ

くことが必要と考えています。 

 まず、１のマイナンバーカードの取得メリッ

トです。住民票の写し等をコンビニで取得でき

ることや、医療機関では健康保険証として利用

でき、高額療養費の一時払いが不要になるなど

のメリットのほか、令和６年度には運転免許証

との一体化が予定されています。また、最大２

万円のポイントが付与されるマイナポイント第

２弾が実施されており、これを追い風に取得促

進を進めます。 

 次に２の安全対策ですが、マイナンバーカー

ドを万が一紛失し、他者に拾得されても手続時

には顔写真での確認や暗証番号入力を求められ

るなど、カードだけでは何も手続できません。

またＩＣチップには、税や年金等の個人情報は

入っておらず、紛失した場合もサポートデスク

に電話すればいつでも利用停止できます。 

 最後に、３の普及促進に向けた取組ですが、

国が市町村を対象に補助率１０分の１０の事務

費補助金を用意しています。これを積極的に活

用して交付申請支援体制を強化するよう、引き

続き市町村に働きかけます。また、県独自にカ

ード取得のメリットを創出するため、新たに大

分県マイナポイント制度として、県の各種事業

への参加者にポイントを簡易かつ迅速に付与で

きる共通基盤の構築にも取り組みます。 

今吉委員長 ただいまの報告について、質疑な

どはありませんか。 

原田委員 すみません。私はまだ、マイナンバ

ーカードを持っていないんですよ。何で持って

いないかと言ったら、なくても困らなかったん

ですよね。だけど、皆さんが頑張っているから

やっぱり取らなきゃなと思っています。ｅ－Ｔ

ａｘとかもできるので。 

 ただ、これは私だけじゃなくて多くの人が言

っていますが、第１弾でマイナポイント５千円

だったでしょう。第２弾が２万円になったんで

すね。第３弾はもっといいんじゃないかなと思

うんですよね。そういう人って結構いるんです

よ。もっとよくなるぞと思う方が。もうこれ以

上は出せませんくらいで言わないと、やっぱり

第３弾を待つ方が多いのではないかと思います。 

 だから、そういったアピールの仕方で逆にス

トップがかかる可能性があるんじゃないかなと

思っています。いかがでしょうか。 

小石電子自治体推進室長 そうですね。ただ、

第１弾で５千円をもらっていない人については

第２弾でもらえるとか、不公平のないように国

も進めているので、できるだけ早めに取ってい

ただければと思います。 

 そういったことを県の広報番組等の中でも訴

えていきたいと思いますし、新聞の枠もあるの

で、そういったものを使いながら、ＰＲしてい

きたいと思います。 

今吉委員長 そのほか委員の皆様からありませ

んか。 

〔「なし」という者あり〕 

今吉委員長 委員外議員の皆さんは質疑ありま

せんか。 

  〔「なし」と言う者あり〕 

今吉委員長 それでは、諸般の報告については

これで終わります。 

 この際、ほかに何かありませんか。 

  〔「なし」と言う者あり〕 

今吉委員長 ほかにないので、これで総務部関

係を終わります。 

  総務部の皆さんは、お疲れ様でした。 

 

  〔総務部退室、各局入室〕 

 

今吉委員長 これより会計管理局、 議会事務局、

人事委員会事務局及び監査委員事務局関係の説

明に入ります。 

 説明に入る前に、本日は初めての委員会なの

で、まず、私から御挨拶を申し上げます。 

  〔委員長挨拶〕 

今吉委員長 それでは、委員の皆さんの自己紹

介をお願いします。 
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  〔委員自己紹介〕 

今吉委員長 本日は委員外議員として清田議員

と小川議員に出席いただいています。 

 次に事務局職員を紹介します。 

議事課の秋本君です。（起立挨拶） 

 政策調査課の阿南君です。（起立挨拶） 

 続いて、執行部の自己紹介をお願いします。 

  〔後藤人事委員会事務局長代表挨拶〕 

  〔執行部自己紹介〕 

今吉委員長 それでは会計管理局から順次、令

和４年度の行政組織及び重点事業等について説

明願います。 

 なお、 説明及び答弁は私から指名を受けた後、

簡潔明瞭にお願いします。また、質疑は四つの

局の説明終了後に一括して行います。 

廣末会計管理者 総務企画委員会資料の会計管

理局分により、組織及び重点事業等について説

明します。 

 ３ページを御覧ください。 

 １の組織についてですが、会計管理局は会計

課、審査・指導室及び用度管財課の２課１室で

構成されており、職員数は６８人です。 

 次の４ページを御覧ください。 

 分掌事務ですが、会計課の主な業務は、（１ 

２）現金及び有価証券の出納及び保管、（１７ 

）決算の調製、（１８）国費の歳入歳出の決定 

及び決算等です。 

 その下、審査・指導室の主な業務は、（１） 

支出負担行為の確認、（２）支出命令の審査、 

（５）契約事務に係る指導及び助言、（６）及 

び（７）の財務会計システムに関すること等で

す。 

 次の５ページ、用度管財課の主な業務は（１ 

）物品の取得、貸付け、修理及び処分、（４） 

用品調達特別会計、（９）庁用自動車等の管理 

（１２）及び（１３）県庁舎等の管理等です。  

 次にその下の３重点事業ですが、財務総合シ

ステムの開発及び会計事務の適正執行と会計職

員等の資質向上の２点です。 

 財務総合システムについては、次のページで

説明するので、先に会計事務の適正執行と会計

職員の資質向上について説明します。 

 会計管理局の最も大事な役割、使命である２

会計事務の適正執行を図るため、当該事務に従

事する職員の習熟度や経験に応じた研修の充実

強化を図るとともに、各所属の職員からの相談

問合せへの対応等を通じて、各所属における内

部統制の強化を図ります。 

 続いて１点目の、財務総合システムの開発に

ついてです。６ページを御覧ください。 

 平成２４年度に運用を開始した現行の財務会

計システムのサポートが令和６年度末に終了す

るとともに、県の行財政改革推進計画に基づき

ＩＣＴ――情報通信技術等を活用した業務の抜

本的な見直しに取組むため、新システムの開発

を行います。 

 開発のポイントは大きく分けて３点です。 

 １点目は、１財務関連システムの統合・連携

です。これまで別々に開発されていた財務会計

システム、予算編成システム等を統合し、新シ

ステムとして一体的に開発するとともに、関係

するシステムとのデータ連携、データのやり取

りを強化することで、矢印右側に記載のとおり

会計事務や決算統計などにかかる業務の効率化

を図ります。 

 ２点目は、大量・定型業務の自動化です。例

えば、県の各庁舎や施設で支払う公共料金など

について民間サービスと連携させることで、こ

れまで職員が随時起票していた支出命令書をシ

ステムで自動作成するようにします。これによ

り、支出命令書の起票件数が約３６％、県庁全

体で年間約８万件削減されることが見込まれま

す。 

 ３点目は、キャッシュレス等への対応です。

県民の利便性向上のためシステムを改修し、納

入通知書にバーコードを印刷することで、オン

ライン納付、コンビニ納付に対応できるように

します。また、収納に係る事務を自動化して業

務を省力化します。なお、この点は県のキャッ

シュレス実施計画の取組項目の一つでもありま

す。 

 開発スケジュールですが、今月８日に入札の

公告を行ったところであり、５月中に契約を締

結し、６月以降開発に着手する予定です。令和
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６年度予算からスタートできるよう、予算編成

システムは前年度の８月から、収入支出等を扱

う財務会計システムは令和６年３月から運用開

始します。 

 予算額は、令和４年度分は２億９，００２万 

円で、令和５年度から６年度の２か年の債務負

担と合わせた３か年間の総額は８億１,９５１

万２千円を計上しています。 

 続いて７ページを御覧ください。 

 ４の予算のうち、（１）一般会計についてで

すが、同ページの総括表の左から２列目、当初 

予算額（Ａ）の一番下にある合計欄を御覧くだ

さい。 

 合計欄のうち、人件費が４億６，６２６万１

千円、その下の事業費が７億４，１５４万円６

千円、計１２億７８０万７千円です。 

 歳出のうち主なものについて説明します。９

ページを御覧ください。 

 事業名欄の２番目、財務会計システム更新事

業費、４年度当初予算額２億９，００２万円は

さきほど説明した財務総合システムの令和４年

度分の開発業務委託料です。 

 １１ページを御覧ください。 

 事業名欄の会計管理費、４年度当初予算額１

億２，４５５万２千円は、右端の事業概要の欄

に記載があるように、用度管財課所属の物品の

調達及び管理指導等に要する用度事業費、本庁

集中管理車等の維持管理や導入等に要する管理

車維持事業費です。 

 次の１２ページを御覧ください。 

 事業名欄一番上の県庁舎管理費の４年度当初

予算額２億２，３７８万６千円は、県庁舎本館

及び新館の清掃委託料や光熱水費などの管理経

費です。 

 １４ページを御覧ください。 

 （２）の用品調達特別会計です。この特別会

計は、県の機関で使用する消耗品や備品の調達

事務を用度管財課で一元的に行うために設けて

いるものです。総括表の左から２列目、当初予

算額（Ａ）の一番下、合計額は２１億８０２万

５千円です。 

二日市議会事務局長 議会事務局関係について

説明します。同じ資料の１８ページをお開き願

います。 

 まず、１の組織です。議会事務局は総務課、

議事課、政策調査課の３課６班で、職員数は３

１人です。 

 次のページを御覧ください。 

 ２の分掌事務です。総務課は（３）議員の報

酬及び費用弁償や（４）各会派代表者会に関す

ること等を担当しています。また、議事課は（ 

１）本会議や（３）常任委員会に関すること等

を担当しています。 

 次のページを御覧ください。 

政策調査課は、（２）議会の審議に必要な調

査や（７）広報に関すること等を担当していま

す。 

 次に３の重点事業です。（１）にデジタル化

の推進です。リモート会議用機器や本日使用い

ただいているタブレット型端末を活用し、議会

運営のさらなる活性化、効率化を図ります。 

 （２）は傍聴環境の改善です。年内には傍聴

席の左右に大型モニターを設置し、対面席から

質問する議員の様子や手話通訳もよく御覧いた

だけるようにします。 

 次に予算について説明します。２１ページを

お開き願います。 

 総額は、表の左下合計欄にあるように１１億

４，８３８万３千円です。その内訳は、２２ペ

ージを御覧ください。 

 まず議会費です。表右側の事業概要欄にある

ように、議員４３人分の報酬のほか、議会デジ

タル化関連費用、議員の本会議出席旅費などの

議会運営に要する経費や政務活動費交付金など

で、予算額は表の左下にあるように８億７，０

７０万２千円です。 

 次の２３ページを御覧ください。 

 事務局費は、事業概要欄にあるように事務局

職員の給与費や議場傍聴席へのモニター設置工

事費などで、予算額は表の左下にあるように２

億７，７６８万１千円です。 

後藤人事委員会事務局長 人事委員会関係につ

いて説明します。資料は２５ページからです。 

 まず１の組織ですが、（１）人事委員会委員
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は３人の非常勤委員で構成されています。（２ 

）事務局は、事務局長、公務員課長の下、試験 

・審査班、任用給与班の２班体制で、職員数は

１５人です。 

 次に２６ページを御覧ください。 

 ２の所掌事務ですが、まず試験・審査班の主

なものは、（１１）の事務局の予算、決算及び 

会計に関すること、（１８）の採用試験及び障

がい者を対象とした職員採用選考に関すること、

（２５）の職員に対する不利益処分についての

審査請求に関すること等です。 

 続いて２７ページを御覧ください。 

 任用給与班の所掌事務の主なものは、（１）

の任用に関する基準その他必要な事項を定める

こと、（１３）の給与、勤務時間その他勤務条件

の調査、研究に関すること等です。 

 ３の重点事業等はありませんが、人口減少に

よる学生数の減少や民間企業の採用活動の活発

化、早期化により採用試験の受験者が減少して

いることから、試験制度の見直しや募集活動の

強化等により、優秀な人材確保に取り組んでい

ます。 

 次に２８ページを御覧ください。 

 ４の予算概要ですが、事務局の予算総額は表

の左から三つ目、予算額の欄一番下の合計欄の

とおり１億５，３０５万８千円です。 

 ２９ページを御覧ください。 

 予算の内訳ですが、右上の目名の委員会費は

委員３人分の報酬や委員会の運営に要する経費

などで、合計で予算額は７４２万８千円です。 

 ３０ページを御覧ください。 

 右上の目名事務局費は、事務局職員の給与費

や職員採用に係る募集活動や試験の実施、給与

勧告及び公平審査関係等の経費などで、予算額

は１億４，５６３万円です。 

河野監査委員事務局長 監査委員事務局関係に

ついて説明します。同じ資料の３２ページをお

開き願います。 

 １組織ですが、（１）監査委員は４人であり 

その内訳は表の左から２列目のとおり、行政運

営に関する識見を有する識見委員２人と県議会

議員のうちから選出された議会選出委員２人と

なっています。なお、代表監査委員は地方自治

法の規定により識見委員の中から選任すること

から、常勤の長谷尾監査委員が代表を務めてい

ます。 

 その下の（２）事務局ですが、第一課及び第

二課の２課４班体制で職員数は２２人です。 

 次に３３ページをお開き願います。 

 ２分掌事務です。第一課の総務・財援監査班

の主な事務は（１）の事務局の事務の企画、調

整、（１１）の公営企業会計の監査及び決算審

査、（１４）の財政的援助団体等の監査です。 

行政監査班は、（１）の行政監査及び（３）の 

住民等の請求による監査です。 

 第二課は財務監査第一班と次のページの第二

班とで、定期監査、臨時監査を実施します。こ

れに加えて、財務監査第一班は（３）の内部統

制評価報告書審査、財務監査第二班は（３）の

一般会計及び特別会計の監査及び決算審査が主

な事務です。 

 ３の重点事業は特に記載していませんが、法

令及び大分県監査委員監査基準等に基づき、合

規性や正確性はもとより、経済性や有効性等の

観点にも着目して効果的な監査等に取り組みま

す。 

 次の３５ページをお開きください。 

 ４予算について説明します。事務局の予算総

額は表の一番下、合計欄左から２列目にあると

おり２億１１４万８千円です。その内訳は、次

の３６ページをお開き願います。 

 委員費の内訳です。右の列の事業概要欄を御

覧ください。監査委員４人分の人件費や監査に

要する旅費等です。予算額は左から２列目一番

下の１，９２６万円です。 

 次に３７ページをお開き願います。 

 事務局費です。右の列の事業概要欄に記載し

ているとおり、研修や監査に要する旅費及び需

用費並びに事務局職員の人件費等です。予算額

は左から２列目一番下の１億８，１８８万８千

円です。 

今吉委員長 以上で説明は終わりました。 

  これより質疑に入ります。委員の皆様から質

疑、意見などはありませんか。 
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原田委員 人事委員会に伺いたいのですが、私

は人事委員会の一番の仕事は勧告だと思ってい

ましたが、この所管事務の中にその勧告が入っ

ていないのは、なぜでしょうか。 

後藤人事委員会事務局長 この分掌は、規則に

定めている分掌ですが、２７ページの（１３）

の給与、勤務時間その他勤務条件の調査、研究

に関することとあります。ここに勧告が含まれ

ています。 

原田委員 人事委員会の勧告は、正直に言って

国もそのまま同じようになっているのかなと思

いましたが、勧告を出すまではきちんと大分の

状況を調べて勧告を出しているということでよ

いですか。 

後藤人事委員会事務局長 民間の給与実態調査

ですが、人事委員会が制度設計をして、毎年５

月から６月にかけて人事委員会と全国の人事委

員会で共同して実施しています。直接事業所に

お伺いし、聞き取りで調査する方式で行ってい

ます。 

 対象の事業所は、企業規模が５０人以上かつ

事業所規模５０人以上の企業で、これは人事委

員会がいろんな統計で作成している企業の一覧

から無作為に抽出して、毎年対象を選んでいま

す。各グループから抽出される組織とか規模に

よって、層と言いますが、グループ分けをし、

各グループから抽出される対象となる従業員の

割合が同じになるように無作為に抽出して、各

県同様の方法で実施をしています。 

末宗委員 人事委員のこれは給料なんかね、日

当にしているのかな。 

後藤人事委員会事務局長 基本的には給与です

ね。通勤手当、一部を除いて手当も含めた形の

金額を調整しています。 

末宗委員 これはいくらか、ちょっと言ってく

れんかね。 

後藤人事委員会事務局長 そこはすみません、

今データを持っていませんので。 

今吉委員長 またデータ提出でいいですか。 

末宗委員 今教えてくれればそれがいいけど、

その件でね、これは結構日当にしているところ

も随分あるんだろうけど、今県庁の中で、どう

なっているか、おたくは分かるかな。 

 例えば、教育委員会とか労働委員会とかたく

さんあるけど、日当と給与にしているのが……

（「人事委員のですか」という者あり）人事委

員の。 

後藤人事委員会事務局長 すみません。失礼し

ました。人事委員の給与ですが、委員長が月額

２１万５千円、委員が月額１７万５千円です。

失礼しました。 

末宗委員 ちょっと、もう一件。 

 監査でね、総務部でちょっと言ったけど、監

査請求があって議会に通知が出たけど、請求の

趣旨は出て、 提出した人の名前は出てないんよ。

要するに人間の感情で、こうもったいぶらされ

たんよね、監査委員事務局から。人間というの

は、ここまで出されて、一番聞きたいところが

あるのに途中まで出して引っ込めて、そういう

妙なことを本能的に嫌うんや。全く知らないな

ら興味もそそられないけど、途中まで出して、

それでもう引っ込めたようなもので、そういう

やり方を監査委員事務局はするんだけど、どう

いう感覚でそういういたずらをするのか、そこ

らあたりをちょっと教えてもらえるかな。 

 それと、監査委員で行ったときに膨大な資料

をもらうけど、現実的にそんな資料は読まない

んや。要領をぽんと、概要をほんのちょっとで

いいのに、職員も多いから無駄から無駄をせん

としょうがないのかもしれんけど、そんな無駄

遣いを監査委員事務局がやる必要はないと思う

んよ。ちょっとそこらあたりの見解を二つ。 

河野監査委員事務局長 一つ目の御質問です。 

 地方自治法上で請求があったときは、この請

求の要旨を通知するように定められています。

それで通知をしていますが、一方で個人情報保

護条例では、請求人の住所、氏名の公表につい

ては非公開の取扱いとなっていて、請求の要旨

は伝えないといけないのですが、 請求人の氏名、

住所についてはプライバシーを保護する観点か

ら出さないことになっています。 

 それと、二つ目の資料については、御質問の

趣旨を踏まえて、また、どういう資料の出し方

が適当なのかも含めて、これは少し検討させて
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いただければと思います。よろしくお願いしま

す。 

末宗委員 個人情報保護条例は非公開で、とに

かく例外も何も一切ないんかな。原則とかいう

言葉も何もなくて、何があろうが非公開でいく

という意味で今捉えたんだけど。 誰が言っても、

総理大臣が言ってもとにかく非公開にするとい

うことで捉えていいんかね。 

河野監査委員事務局長 個人情報保護条例の７

条の中に、例外規定がいくつか記載はされてい

ます。（「あるんか」と言う者あり）犯罪の予 

防等を目的とするものとか、そういったものが

記載されていますが、その中に該当すれば、当

然氏名、住所についても公表することになりま

すが、通常はそういったものに該当しない限り

は公表しないと、プライバシー保護の観点から

そうなっています。 

末宗委員 今、例外があったわけよね。それな

ら、チェック機関としての議会というもの、そ

れが例外にあたらないのか。僕が何回も言うの

は、この前のは非常に興味がある文面だったか

ら、これは誰が書いたんだろうかと。恐らく出

した人は、これを秘密にしようという気はない

ような気がした。それを、監査委員事務局が議

会の議員活動を妨害してまでする価値があるの

か。要するに議会の調査権、チェック機関とし

ての機能は、その例外にあたらないという解釈

で今やっているだろうけど、それが正しいかど

うかよ。 

河野監査委員事務局長 議会の調査権について

は承知していますが、これについては、個人の

プライバシー保護の部分でもあり、やはり個人

情報保護条例の観点から、ここは出さないこと

になっています。御理解いただければと思いま

す。 

 これは、過去にも個人情報を保護すべきこと

をせずに出してしまって、これがやはり損害賠

償であるとか…… 

末宗委員 話は変えんでいいんや。ちょっとい

いですかね。例外というのはどういうものだっ

たのか、 そういう例を何個か言ってくれんかね。

例外規定で教えたのを。 

今吉委員長 過去に例外で教えたことがあるか

ないか。 

河野監査委員事務局長 大分県の監査委員事務

局では特にありません。 

末宗委員 例外なし。 

河野監査委員事務局長 はい。 

今吉委員長 ほかの委員の方はないですか。 

〔「なし」という者あり〕 

今吉委員長 委員外議員の方も、よろしいでし

ょうか。 

  〔「なし」と言う者あり〕 

今吉委員長 ほかに質疑もないので、これで令

和４年度の行政組織及び重点事業等を終わりま

す。 

 この際、ほかに何かありませんか。 

  〔「なし」と言う者あり〕 

今吉委員長 ほかにないので、これで四局関係

を終わります。 

  執行部は、お疲れ様でした。 

  

  〔各局退室、企画振興部入室〕 

 

今吉委員長 これより、企画振興部関係の説明

に入ります。 

 説明に入る前に、本日は初めての委員会なの

で、まず、私から御挨拶申し上げます。 

  〔委員長挨拶〕 

今吉委員長 それでは、委員の皆さんの自己紹

介をお願いします。 

  〔委員自己紹介〕 

今吉委員長 本日は委員外議員として小川議員

に出席いただいています。 

 次に事務局職員を紹介します。 

議事課の秋本君です。（起立挨拶） 

 政策調査課の阿南君です。（起立挨拶） 

 続いて執行部の自己紹介をお願いします。 

  〔大塚企画振興部長挨拶〕 

  〔幹部職員自己紹介〕 

今吉委員長 それでは、令和４年度の行政組織

及び重点事業等について説明願います。 

 なお、 説明及び答弁は私から指名を受けた後、

簡潔明瞭にお願いします。 
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大塚企画振興部長 それでは全体の説明を最初

に行います。お手元の総務企画委員会企画振興

部資料１により説明します。 

 まず、４ページをお願いします。 

企画振興部の組織ですが、７課及び東京、大

阪、福岡の３県外事務所で構成し、職員数は１

５６人です。 

 続いて５ページを御覧ください。 

企画振興部の重点戦略について説明します。 

まず安心の分野です。１多様な主体による地域

社会の再構築では、住み慣れた地域に住み続け

たいと願う住民の希望を叶えるため、引き続き

ネットワーク・コミュニティの構築等を進めま

す。 

 ２移住・定住の促進では、コロナ禍で高まる

地方移住への関心を実際の移住につなげるため、

移住者の仕事や住居の確保、安心して生活でき

る地域づくりなどに取り組みます。 

 次に活力の分野です。３海外戦略の推進では

今年度からスタートした新たな大分県海外戦略

に基づき、多文化共生社会の推進等に取り組み

ます。 

 ４大分県ブランド力の向上では、おんせん県

おおいたのブランド力向上を図るため、戦略的

広報を推進します。 

 ５いきいきと、多様な働き方ができる環境づ

くりでは、外国人総合相談センターの運営のほ

か、 やさしい日本語の普及などに取り組みます。 

 ６活力みなぎる地域づくりの推進では、地域

活力づくり総合補助金を活用し、地域ぐるみの

活動を支援します。  

 続いて発展の分野です。７生涯にわたる力と

意欲を高める「教育県大分」の創造では、大学

や民間活力等を活用し、地域課題の解決を推進

します。 

 ８芸術文化による創造県おおいたの推進では、

東アジア文化都市２０２２大分県の開催や県立

総合文化センターの機能向上などを図ります。 

 ９スポーツの振興では、多種多様なラグビー

イベントの開催やツール・ド・九州２０２３の

開催準備を進めます。 

 １０「まち・ひと・しごと」を支える交通ネ 

ットワークの充実では、大分空港のアクセス改

善に向けたホーバークラフトの導入や広域交通

ネットワークの充実、バスやフェリー事業者と

連携した利用促進などに取り組みます。 

 ６ページに今説明した各政策について、県政

推進指針に基づく事業体系を記載しています。 

 続いて７ページをお願いします。 

企画振興部の一般会計予算額ですが、①の計

欄に記載しているように９９億９，８６６万６

千円です。 

 その行の一番右、前年度対比の欄ですが、３

年度当初予算額と比べて３８億９， １９０万円、 

率にして６３．７％の増となります。これは、

大分空港海上アクセス整備事業費の増額約４２．

８億円や東アジア文化都市２０２２大分県開催

事業費の新規約３． ６億円などによるものです。 

 企画振興部の全体説明は以上です。各課の組

織、分掌事務、主な事業等については、それぞ

れ所属長から説明しますので、よろしくお願い

します。 

石井政策企画課長 政策企画課関係について説

明します。 

 お手元の資料１の１２ページを御覧ください。 

 まず１の組織ですが、政策企画課は総務班、

企画調整班、政策企画班の３班体制です。この

ほか、県立芸術文化短期大学業務援助職員４人

を含め、職員数は２０人です。 

 次のページを御覧ください。当課が所管して

いる地方機関は東京、大阪、福岡の３県外事務

所で、職員数は合計３１人です。新型コロナウ

イルス感染症の収束が見通せない中ですが、県

外事務所の機能を最大限に発揮するため、感染

防止対策を徹底した上で、県政の情報発信、情

報収集など県外事務所の役割を果たしていきま

す。 

 次の１４ページをお開きください。 

２の分掌事務です。政策企画課は県行政の総

合企画及び連絡調整、重要施策の総合調整、ま

た（１５）にある政策企画委員会や（１７）の 

大学との連携に関することのほか、企画振興

部の組織や人事など、部の主管課としての業務

が主なものです。 
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次に予算について、主な事業を説明します。

１８ページを御覧ください。 

 事業名欄の上から１番目、地域連携プラット

フォーム推進事業費１，３３４万６千円です。

この事業は、県内１２の大学や短大等、県市町

村、経済団体などで設立した産学官連携組織、

おおいた地域連携プラットフォームが進める地

域課題の解決に向けた取組を支援するものです。 

 事業概要のうち一番上の課題解決支援事業で

は、協働にあたって必要な資金について１テー

マ当たり２００万円を上限とした、総額６００

万円の助成制度を設けています。今年度は大分

大学や大分県立看護科学大学、県などが連携し

て取り組む、新型コロナウイルス感染症患者の

後遺症軽減を目的とした実態調査や分析に基づ

く診療指針等の作成などに助成する予定です。 

 また、おおいた地域連携プラットフォーム負

担金として、事務局に配置するコーディネータ

ーの人件費等を支援します。 

 次に２３ページをお開きください。 

４の重点事業です。（１）の政策県庁の推進

については、県政における重要政策の推進や課

題解決のため、政策企画委員会を中心に、政策

立案・調整機能の強化や部局間連携を一層進め

るとともに、トップマネジメントのための部長

会議ＢＢＬや職員向け政策形成研修会の開催な

どに取り組みます。 

 （２）のおおいた地域連携プラットフォーム

における地域課題解決に向けた取組の推進につ

いては、さきほどの予算の中で説明したので省

略します。 

藤川おおいた創生推進課長 おおいた創生推進

課関係について説明します。２６ページをお願 

いします。 

 まず１の組織ですが、おおいた創生推進課は

総合戦略班、移住定住促進班、地域活力創生班

の３班体制であり、職員数は１５人です。 

 次のページをお開きください。 

２の分掌事務です。おおいた創生推進課は、

人口ビジョン及びまち・ひと・しごと創生大分

県総合戦略に基づき、地方創生を推進するため

の取組や県外からの移住定住の促進、旧町村地

域等の振興、小規模集落対策、空き家対策、離

島、 山村及び半島地域の振興等を行っています。 

 次に予算について、主なものを説明します。

３１ページをお開きください。 

 事業名欄の一番上、ふるさと大分ＵＩＪター

ン推進事業費１億７，６９２万９千円です。こ

の事業は、大分県人口ビジョンの目標とする令

和７年の社会増減均衡に向け、移住定住対策を

実施するものです。 

 まず、一番上の二重マル、移住支援団体の活

動支援と移住者フレンドリー地域の育成ですが、

これは移住者が地域で安心して暮らしていける

ようにするため、自治会ルール等の見える化を

行うとともに、移住者と地域住民が交流する機

会を創出するものです。 

 その下の、お試し移住施設の利用促進では、

宿泊施設をお試し移住施設として利用した移住

希望者に対して、宿泊費用を補助することによ

り移住への後押しを図ります。また、県外から

の移住者に対する給付金の支給や移住相談会の

開催、オンラインツアーの開催など、総合的な

移住支援策を講じます。 

 続いて事業名欄の一つ下、スキルアップ移住

推進事業費３，７１８万５千円です。この事業

は、人材不足が深刻なＩＴ分野及び福祉・医療

分野への転職支援と移住支援を一体的に行うこ

とにより移住促進を図るものです。まず、ＩＴ

分野ではプログラミングスキルの習得に向けた

無料のオンライン講座を開講します。さらに受

講修了者に対して、県内ＩＴ企業等とのマッチ

ング、移住支援制度の紹介を行うなど、一貫し

たサポートを行います。 

福祉・医療分野では、未経験者でも保育士、

介護職、看護職として働くことができるよう、

資格取得に必要な各種助成金の紹介や手続の支

援、就職のサポート等を行うスキルアップアド

バイザーを配置します。あわせて、資格取得を

後押しするため無料の保育士資格取得オンライ

ン講座の開講、介護職員初任者研修の受講料支

援、看護職養成施設にかかる入校費用の助成等

も行います。都市部の若者を中心に、地方移住

への関心が高まっている今こそが移住者確保の
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好機と捉え、移住と転職の両面から手厚くサポ

ートします。 

 次のページをお開きください。 

事業名欄の一番上、関係人口創出事業費１，

８５７万８千円です。これは、移住した定住人

口でもなく、観光に来た交流人口でもない関係

人口による地域課題の解決を図るものです。 

 東京と福岡で、大分と関わりを持つことに興

味のある人材を募集し、地域課題解決に取り組

むキーパーソンと連携し、ワークショップや現

地調査を行い、県外人材の経験やスキルを活用

した課題の解決方法を地域の方と一緒に検討し

ます。事業実施後は、地元の方と参加者が自律

的に課題解決に取り組む関係を創出します。 

 最後に事業名欄の一つ下、空き家対策促進事

業費９，２６０万７千円です。これは、空き家

の増加を抑制し良好な住環境を維持するととも

に、地域の活力向上を図るものです。主な取組

は、空き家について所有者等に問題意識を持っ

てもらうため、自治会に出向いての説明やＳＮ

Ｓ広告等により、適正管理を促す情報発信を強

化します。 

 また、 空き家を求める県民や移住者を対象に、

専門家で構成するマッチングチームを編成し、

希望する物件の探索や取得に向けた所有者との

交渉等をサポートします。さらに、市町村が運

営する空き家バンクへの登録を促進するため、

所有者等が不要な家財を処分する費用への助成

を行い、空き家の利活用を推進します。 

 最後に３５ページを御覧ください。 

４の重点事業ですが、人口減少に歯止めをか

け地域に元気を取り戻す、まち・ひと・しごと

創生の取組を推進するほか、移住定住の促進、

ネットワーク・コミュニティの構築、安心と生

きがいの地域づくりの推進に取り組みます。 

三股国際政策課長 国際政策課関係について説

明します。３８ページを御覧ください。 

 まず、１の組織ですが、国際政策班とパスポ

ート班の２班体制で、総数は９人です。 

 次の３９ページをお開きください。 

２の分掌事務ですが、海外戦略をはじめ国際

交流や国際協力に係る総合企画及び連絡調整な

どを所管しています。また、国からの法定受託

事務である旅券事務を分掌しています。 

 次に予算について、主なものを説明します。

４２ページをお開きください。 

 事業名欄の上から２番目、海外戦略総合対策

事業費２，０９７万７千円です。この事業は、

海外の成長を取り込み本県産業の活性化を図る

ため、海外戦略に基づく海外政府機関との連携

推進や民間事業者の海外展開支援等を行うもの

です。 

 まず、英国・ウェールズ政府とのＭＯＵ締結

ですが、ラグビーワールドカップを契機として

始まった友好関係をさらに強化するため、３月

１日に知事と首席大臣とでオンラインによるＭ

ＯＵを締結しました。今後は、このＭＯＵを足

がかりとして、主に芸術文化、スポーツ、芸術 

教育、観光、飲食の分野で双方向の交流を進め

ます。また、大分県海外親善大使が経営する香

港の和食レストランで大分フェアを開催し、大

分県の食と観光の一体的なＰＲを行います。 

 次の４３ページをお開きください。 

事業名欄の一番下、外国人留学生支援事業費

４，０７４万７千円です。この事業は、修学意

欲が旺盛で優秀な県内外国人留学生の経済的負

担を軽減するため、学業・人物が優秀な私費外

国人留学生等を対象として１年間当たり３６万

円の奨学金を給付します。また、今年度から新

たに、留学生の県内就職を促進するため、留学

生と受入企業のマッチングフェアを開催するな

ど、留学生と受入企業双方のニーズに基づくマ

ッチングを進めるとともに、受入企業に対し留

学生に支払った報酬等の経費に対して助成を行

います。 

 なお、４５ページの重点事業ですが、さきほ

ど予算の中で説明したので省略します。 

足立芸術文化スポーツ振興課長 芸術文化スポ

ーツ振興課関係について説明します。４８ペー

ジをお開きください。 

 まず１の組織ですが、芸術文化企画班、芸術

文化振興班、東アジア文化都市推進班、国際ス

ポーツ誘致・推進班の４班体制です。このほか

に公益財団法人大分県芸術文化スポーツ振興財
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団への業務援助が８人、公益財団法人アルゲリ

ッチ芸術振興財団への業務援助及び研修派遣職

員が２人、株式会社大分フットボールクラブへ

の研修派遣職員１人が配置されており、総数は

２６人です。 

 次の４９ページを御覧ください。 

２の分掌事務についてです。芸術文化スポー

ツ振興課は、（１）芸術文化・スポーツ行政に係

る総合企画等を通じて、（９）地域活性化につ

なげることを分掌しています。 

 次に予算について、主な事業を説明します。

５３ページをお開きください。 

 事業名欄の一番上、東アジア文化都市２０２

２大分県開催事業費３億５，１７６万８千円で

す。この事業は、東アジア文化都市２０２２大

分県の開催に向け、県実行委員会が市町村や芸

術文化団体と連携し、多彩な芸術文化イベント

の企画・運営を行うとともに、機運醸成に向け

た広報を展開するものです。 

 県内で活動している様々な芸術文化団体等の

取組を後押しするとともに、中国の温州市と済

南市、韓国の慶州市との国際交流の取組も推進

します。また県内だけでなく、首都圏でのメデ

ィア向けＰＲやＳＮＳを活用するなど、戦略的

な広報を展開したいと考えています。 

  ５６ページをお開きください。 

事業名欄の一番上、ツール・ド・九州推進事

業費３，２０５万６千円です。この事業は、九

州経済連合会、福岡県、熊本県等と連携して取

組を進めている国際サイクルロードレース、ツ

ール・ド・九州２０２３の開催に向け、大会開

催に必要な警備計画等の準備や県内での機運の

醸成を図るものです。 

 大分ステージの機運醸成では、会場となる日

田市において、地域のイベントと連携して大会

ＰＲに取り組むとともに、県内の大学や高校の

学生を対象に、大分ならではのサイクル食のレ

シピ開発コンテスト等を実施し、サイクルスポ

ーツの普及拡大につなげていきたいと考えてい

ます。 

 以上が、芸術文化スポーツ振興課の主な事業

です。なお、５７ページの４の重点事業は、予

算の中で説明したので省略します。 

渡辺審議監兼広報広聴課長 広報広聴課関係に

ついて説明します。６０ページをお開きくださ

い。 

 当課の組織は、広報・報道班と広聴班で構成

されており、職員数は１２人です。 

  次の６１ページをお開き願います。 

分掌事務ですが、県行政の普及や啓発を図る

ための各種広報、県民の要望や意見などを県政

に反映させるための広聴、さらに報道機関との

連絡、また大分県の情報発信に関する事務を担

当しています。 

  次に予算について、その主なものを説明しま

す。６５ページをお開きください。 

 事業名欄の一番上、広報活動費２億１，５８

３万６千円です。これは、県政広報に要する経

費であり、主なものは県政テレビ番組やラジオ

番組の放送、県政広報誌「新時代おおいた」の

発行、新聞各紙への「県政だより」の掲載等に

要する経費です。 

  次の６６ページをお願いします。 

おおいたブランド戦略強化事業費１億１，６

９１万７千円です。この事業は、おんせん県お

おいたの、さらなるブランド力向上を図るため

温泉や食、自然や歴史・文化などに加え、新た

に宇宙など、本県の多彩な魅力を様々な媒体を

活用して幅広くＰＲするものです。 

 郷土愛醸成に向けた魅力情報発信では、主に

県内の若い方を意識したＷｅｂメディア「Ｗｅ 

ａｒｅ Ｏｉｔａｎ」では、郷土の偉人や時代

の先駆者、大分の今を生きる魅力的な人物を深

掘りした記事を配信し、郷土愛の醸成や魅力の

再発見を図ります。 

 宇宙ノオンセン県オオイタプロモーションで

は、ＷｅｂやＳＮＳでの情報発信に加え、ロゴ

マークや宇宙人の着ぐるみなどを活用しながら、

開港を間近に控えた宇宙港を盛り上げるよう機

運醸成に努めます。 

 また、ＤＸやデジタルマーケティングの推進

では、デジタルやクリエイティブの外部専門家

を副業人材として活用し、情報を受け取る側の

立場や状況に応じた情報発信に努めます。 
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 次のページの重点事業は、ただいま予算の中

で説明したので省略します。 

宮澤統計調査課長 統計調査課関係の事業につ

いて説明します。７０ページを御覧ください。 

 １の組織は統計企画班、統計分析班、人口・ 

社会生活統計班及び産業統計班の４班体制で、

合計２７人の職員が配置されています。 

 次の７１ページを御覧ください。 

２の分掌事務についてです。統計法や大分県

統計条例に基づく基幹統計調査の実施と、統計

データの分析や提供などです。 

 次に予算について、その主なものを説明しま

す。７５ページをお開きください。 

 委託統計費１億１，１２４万８千円です。こ

れは、総務省、厚生労働省など国の関係省から

委託されて行う統計法に基づく基幹統計調査の

実施等に要する経費で、財源は全額国庫支出金

です。 

 次の７６ページを御覧ください。 

県単統計費１８９万２千円です。これは、県

経済の現状を把握するための景気動向指数や県

民経済計算など、県独自で行う調査や分析など

に要する経費です。 

 次の７７ページをお開きください。 

４の重点事業ですが、（１）の令和４年就業

構造基本調査は５年ごとに行われる周期調査で、

国民の就業・不就業の状態を調査し、全国及び

地域別の就業構造に関する各種行政施策の基礎

資料を得ることを目的として実施するものです。 

遠藤交通政策課長 交通政策課関係について説

明します。８０ページをお開きください。 

まず１の組織ですが、交通政策課は地域交通

班、広域交通班、空港企画班の３班体制で、職

員数は１５人です。 

 次の８１ページを御覧ください。 

２の分掌事務は、鉄道、路線バス、離島航路

等の地域交通、フェリー、航空等の広域交通、

大分空港への海上アクセス等について、それぞ

れ政策立案や企画調整を行っています。 

 次に予算について、主なものを説明します。

８６ページをお開きください。 

 事業名欄の一番上、九州の東の玄関口として

の拠点化推進事業費４，３４５万６千円です。

この事業は、九州の東の玄関口としての拠点化

戦略を着実に実行するため、フェリー航路や国

内航空路線の利用促進など、県内外を結ぶ交通

ネットワークの充実に向けた取組を実施するも

のです。 

 次に同じページの上から２番目、大分空港海

上アクセス整備事業費４２億７，７９２万９千

円です。この事業は、本県の地域発展のための

重要な交通基盤である大分空港のアクセスを改

善し、 観光やビジネス等における利便性を高め、

本県の地方創生を加速させるため、ホーバーク

ラフトによる海上アクセスの導入に向けた取組

を進めるものです。 令和５年度中の運航開始を

目指して、ホーバークラフトの調達と発着地の

整備を着実に進めます。 

 次に同じページの上から３番目、大分空港を

起点としたＭａａＳ実証事業費１千万円です。

この事業は、バスやタクシー、鉄道など複数の

移動手段を最適に組み合わせて、検索、予約、

決済等を一括で行うことを可能にし、大分空港

から目的地までの移動の利便性を高めるため、

交通事業者等と連携したＭａａＳの実証に取り

組むものです。 

 次の８７ページをお開きください。 

事業名欄上から２番目、生活交通路線支援事

業費１億６， ６６０万３千円です。この事業は

通院や通学等に必要な生活交通を確保維持する

ため、市町村が支援する民間バス路線や市町村

が自ら運行するコミュニティバス路線の運行費

等を助成するものです。 

 次に同じページの上から３番目、東九州新幹

線推進事業費１８０万円です。この事業は、東

九州新幹線の整備計画路線への格上げを図るた

め、経済団体や市町村と一体となって、国への

要望活動や県民の機運醸成のためのシンポジウ

ムの開催などを行うものです。 

 次の８８ページをお開きください。 

事業名欄一番上、公共交通活性化促進事業費

１億２，４００万円です。この事業は、コロナ

禍で利用者が減少している交通機関の利用者の

回復を図るため、各交通事業者の特性をいかし
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た企画商品の造成や、高齢者や障がい者等の移

動ニーズに対応した利用しやすいユニバーサル

デザインタクシーの導入等を支援するものです。 

 なお、９０ページの４重点事業は、ただいま

の予算の中で説明したので省略します。  

今吉委員長 以上で説明は終わりました。 

  これより質疑に入ります。委員の皆様から質

疑、意見などはありませんか。 

小嶋委員 最後に遠藤課長が説明した空港の関

係で、コンセッションの作業が今、進んでいる

と思いますが、現状としてはどのような進捗に

なっているか。事業として県が立ち上げていた

かどうか、はっきり覚えていないですが、どの

ような状況か教えていただければと思います。 

遠藤交通政策課長 コンセッションについては、

これはまだ、国に大分空港におけるコンセッシ

ョンの導入可能性があるかどうかの調査を令和

２年度よりお願いして、昨年度までにその結果

が届いたところです。 

 結果としては、民間のヒアリング等の結果か

ら、非常に大分空港に対しての関心がポテンシ

ャルも含めて高いとの意見がある一方で、やは

り新型コロナウイルスの影響を心配する声も非

常に多かったので、 国から以下の三つについて、

しっかり整理することが必要だと。それが整理

できたら、コンセッションの可能性は十分ある

とのことでした。 

 その三つについてです。一つは、これまでの

コンセッションは独立採算性だけのコンセッシ

ョン事業でしたが、それだけではなくて国も一

部費用を負担したような混合型、こういうもの

も検討していかなければいけない。もう一つが

今回のパンデミックみたいに、需要変動が大き

くあった場合のリスクを国と運営事業者でどう

負担していくかの整理が必要だと。 

 三つ目が、大分空港ならではの視点として宇

宙港のプロジェクトがこれから進められますが、

まだちょっと今後のスキームがはっきりしてい

ない部分があるということで、そこも含めて空

港運営に与える影響を整理しなければいけない

ということで、引き続き国で検討を進めていく

必要があるという結果を先般いだいています。 

 ただ、これらがしっかり整理できれば、十分

可能性があるとのことで、我々県としても国と

一緒になってそこを整理し、コンセッションに

向けて現在、大分空港宇宙港、将来ビジョンの

作成を県が立ち上げて、昨年来より検討してい

ますが、そこにもしっかりコンセッションの方

向性、または導入について議論していきながら

検討していきます。（「はい、いいです」と言 

う者あり） 

末宗委員 一つは統計調査課。予算の２億６千

万円のうち、２億４千万円が国から来ているけ

ど、統計が出てくるのが、２年前か３年前のデ

ータが出てくるのかよく分からないけど、大分

県庁の中で一番やりがいのない仕事の課だと、

いつも思っているけどね。戦後もう七十七、八

年になるのか。ずっとこんな予算の取り方をし

て統計を取っているけど、時代の変化でやり方

を変える方法もあるはずや。もう国から２億４

千万円入るから、今後もずっとこんなやり方を

して、この統計データを大分県民で本当に見て

いる人はあんまりいないような気がしていてね。

ちょっとそこらあたり、何かやり方を変える方

法はないのか、統計調査課に聞きたい。 

 それともう一つは、政策企画課が企画振興部

にあるんかね。政策企画課と行政企画課、どっ

ちがどっちかわけ分からんで、 もう紛らわしい。

とにかく一つでいい課なのに、わざわざ二つに

分けているんだけど。 

 そして、政策企画課は政策県庁とかさっき言

っていたけど、要するに、地方にとっては人口

減少と過疎化が一番の大問題なんよ。それなの

に都市部は、まだ快適にしようとして予算を使

うけど、矛盾した政策を二つ同時にずっと何十

年もやってね。僕の考えだけど、資本主義の一

番の欠点は、人口を都市部の工場で働かせて地

方が衰退していったけど、それを円滑に持って

いく手段を取らなかった。今後やっぱり三十年

とか四十年かけて、地方がちょっとでも生き生

きと――おおいた創生推進課という名前もある

ようだけど、そういう方向にかじ取りを持って

いかないと、もう地方は全くそういう活力が出

てこないんよ。そこらあたりの二つ。 
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 そして、統計調査課、さきほどちょっと聞い

たけど、国土交通省が統計で嘘を言っていたけ

ど、あれは大分県には関係ないだろうね。全く

ないとは思うけど、せっかくおたくたちが２年

も３年も前に統計を出したら、政府は自分の政

権の都合によって変えて発表するから、そこら

あたりの感覚も含めて、答弁をお願いします。 

宮澤統計調査課長 統計について、三つ御質問

いただいたと思います。 

 一つは国の関係の統計など数年かかって、遅

れた統計を延々と出し続けていて、それが本当

に役立っているものかどうかだったと思います。

我々がやっている業務の中では、確かに国が出

している様々な統計があります。国が行う統計

調査事務を法定受託事務として行う、国の機関

としてやる部分があり、その中でもいくつかの

統計は、どうしても二次統計というか、ベース

となっている統計を元に数字を出すものとか、 

あるいは調査員が行って調査をして、その結果

を国に上げて国で取りまとめて、時間がかかっ

ても取って公表されるものとか、いろんな種類

があります。中には、そのたびに集計に時間が

かかるものもあると思います。 

 県としてできる部分、できない部分があるか

と思いますが、一つは国の法的受託事務として

行っているものは、粛々とやっていく部分があ

ると思います。 

 もう一つは、統計を一般の方により身近に見

てもらう努力が我々でもできることだと思いま

すので、そういった努力は引き続きやっていか

なければならないと思います。 

 二つ目として、もっとスピーディーに何年も

前の統計じゃなくて、早い数字をということだ

と思います。統計の中には翌日は難しくても、

景気動向に関する調査とかは、一、二か月後に

は公表しているものもあります。やはりスピー

ドが大事だと我々も重々理解はしていて、早く

できるものについては公表しているので、それ

をしっかりＰＲして使っていただくように努力

していく。あわせて、例えばもっと、グラフ化

を使って見やすい形にするとか、我々が政策を

つくる元となるデータとして、しっかりとした

根拠に基づいて資料を作るとか、そういった統

計のリテラシーといったものもしっかりとして

いく。それは我々の統計調査課の職員だけでは

なく、 全庁職員に有効なものと考えているので、

そういったことに結び付けていける努力を我々

も県庁内の各課と連携を取りながらやっていき

たいと思っています。 

 国土交通省の統計については、それが最終的

にどういう形で、例えばデータを遡及して変え

るとか、どんな統計に影響が出てくるかを国で

もまだ精査している部分があるかと思いますの

で、その結果によっては影響が出てくるものも

あると思っています。それは、我々もしっかり

と国と連携を取りながら注視していきたいと思

っています。 

石井政策企画課長 ２点質問がありました。 

まず、１点目の政策企画課と行政企画課の違

いですが、我々の政策企画課では、県庁全体の

政策や施策に関する部分の外向きに対しての打

ち出しと、その実行に関する部分で、それぞれ

各部、各課で担当課が分かれているので、そう

いった調整を行っていくことが一つあり、一番

大きいのは毎年秋口に県政推進指針です。翌年

度の県政の施策に関する羅針盤と言いますか、

指針を出していくのが私どもの大きな仕事とな

ります。そのため、部長会議でそうした政策に

関する問題、あるいは私どもの政策企画委員会

等で県政全体の政策議論を進めていくのが分掌

する事務です。 

 一方、行政企画課と名前に同じ企画課がつい

ていますが、こちらは行政、どちらかというと

内向き、私ども職員が働きやすいような行政組

織とか、行政全体の行革、改革等を進めること

が行政企画課です。施策あるいは内向きの行政

内部の組織の在り方、仕事の進め方など少し所

掌している業務の違うところです。 

 もう一点、さきほどの人口減少、過疎化に伴

う政策の、国のこれまでの方針について委員か

らお話がありました。かつては東京一極集中の

是正とのことで、国もかなり力を入れてやって

いましたが、なかなか東京一極集中が解消され

ずに、地方においては人口減少や高齢化で過疎
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化が進んでいる状況でした。 

 正に直接の担当課は、おおいた創生推進課で

すが、やはりこういった国の流れを踏まえて、

私どもはこの人口減少、過疎化といった一番大

きな課題、県政における重要課題として大分県

版地方創生と位置付け、今非常に力を入れてや

っているところです。 

 こういったことで、私どもは引き続きこの人

口減少について問題意識を持って、しっかり対

策を進めていきたいと考えています。 

末宗委員 さきほど政策企画課と行政企画課の

違いを説明してもらったけど、要するに、政策

を決める際に行政の仕事が決まってくるんだか

ら、人の配置やら何やらは一つの課じゃないと

効率的にいかないのは間違いないんよ。それを

総務部と企画振興部で部も分かれて――無理矢

理分けている感じなんだけど、やっぱり何か、

組織の在り方というのは、どんな方向に向かっ

ていこう、それを実現するのが二つの課に分か

れていては、政策県庁を目指す課が分かれてい

るから。そこは自覚して、政策を一番に点検す

る課だから、せめて名前だけでも変えてもらい

たい。最悪でも名前だけは変えないと県民は何

をやっているか分からんよ。 もう要望でいいや。 

今吉委員長 委員の方は何かありますか。 

  〔「なし」と言う者あり〕 

今吉委員長 委員外議員の方はいいですか。 

  〔「なし」と言う者あり〕 

今吉委員長  ほかに質疑もないので、これで令

和４年度の行政組織及び重点事業等を終わりま

す。 

 次に、執行部から報告をしたい旨の申出があ

ったので、これを許します。 

 まず、①と②について説明をお願いします。 

足立芸術文化スポーツ振興課長 総務企画委員

会資料２の２ページを御覧ください。 

東アジア文化都市２０２２大分県について説

明します。昨年８月に開催された日中韓３か国

の文化大臣会合において、 本県は中国の温州市、

済南市、韓国の慶州市とともに２０２２年の東

アジア文化都市に選定されました。東アジア文

化都市事業は、日中韓の３か国から選定された

都市が、年間を通じて文化事業や文化交流を行

うことにより、相互理解と連帯感の形成を促進

するとともに、都市の持続的な発展につなげる

ことを目的としています。 

 本県では、昨年１２月７日に芸術文化関係、

観光関係、経済団体、市町村、報道機関からな

る大分県実行委員会を立ち上げ、大分県におけ

る東アジア文化都市事業を前に進めています。

今年１月からは、関連イベントをプレ事業とし

て実施するとともに、本県開催のロゴマークを

決定し、広報活動にも着手しました。３月１日

からは、ロゴマークを活用した大分駅ロータリ

ーの柱巻きやタペストリーなどのシティードレ

ッシングを行い、機運醸成にも取り組んでいま

す。 

 そして令和４年度は、 事業を本格化させます。

資料右側の⑤のとおり、５月２２日に別府ビー

コンプラザにおいて、大分県の開幕式典を開催

します。 開幕式典では、開幕記念としてマルタ 

・アルゲリッチさんによる特別演奏を予定して

います。このほか、同じビーコンプラザ内のコ

ンベンションホールにおいて、県内芸術団体や

中国・ 韓国の芸術文化団体の公演を実施したり、

文化体験ブース等を設けたりして、文化交流の

場を盛り上げていきたいと考えています。 

 ６月以降は、⑥のとおりコア事業と連携事業

の取組を進め、都市間交流事業を積極的に展開

していきます。 

 特に連携事業では、県内の芸術文化団体に対

して右下の四角囲みにあるとおり、１団体当た

り１００万円を上限とする支援制度も設け、県

内文化団体の活動を後押ししたいと考えます。 

 この１年間、東アジア文化都市２０２２を県

民総参加で取り組み、文化を起点に地域を活性

化し、創造県おおいたの実現を図ります。 

遠藤交通政策課長 資料３ページを御覧くださ

い。 

さきほど交通政策課の予算の中でも説明した

大分空港海上アクセス整備事業に関して、令和

５年度中のホーバークラフト運航開始に向けた

取組の、今後の予定スケジュールについて報告

します。 
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 資料下段にある今後スケジュール予定にある

とおり、船舶調達に関しては昨年１２月からホ

ーバークラフトの設計作業を進めており、すで

に令和４年１月から１隻目の建造に着手してい

ます。一方、発着地整備に関しては、資料最下

段に青枠で太線囲みしていますが、令和３年度

２月補正予算において、大分空港側の航走路に

近接する地元住民の要望を踏まえ、ホーバーク

ラフトからの発生音や水しぶき、発着地整備に

伴う騒音の拡散を防止するための防音壁設置を

先行して実施するための予算を議決いただてい

ます。３月末には入札により工事事業者を決定

しているので、準備が整い次第、速やかに工事

に着手します。 

 また、ターミナル建設や港湾施設工事などの

予算については、赤枠で太線囲みしているとお

り、令和４年度当初予算において議決をいただ

いています。このうち、西大分側の斜路と配水

施設の工事については、既に４月１日に公告を

行いました。引き続き令和５年度中の運行開始

を目指して、着実に整備を進めていきたいと思

います。 

今吉委員長 ただいまの報告について、質疑な

どはありませんか。 

原田委員 東アジア文化都市２０２２大分県の

ポスターをよく見かけるようになりました。ち

ょっと気になっていますが、中国の上海がロッ

クダウンで大変な状況になっていて、済南市と

か温州市とかちゃんと開催できるのかなという

のが一つです。 

 また、同じように交流訪問もこういった状況

でなかなかスケジュール通りにいかないのかな

と思いましたが、いかがでしょうか。 

足立芸術文化スポーツ振興課長 御指摘のとお

り、コロナの影響ですが、今回の東アジア文化

都市の交流にやっぱり大きな影響があって、開

幕式典、それぞれ中国、韓国、大分と式典をし

ますが、韓国も中国もそれぞれの各国からの実

際の訪問は中止し、動画メッセージによる交換

をし合いながらやっています。民間レベルでの

草の根交流を進めていく中で、やっぱりオンラ

インとかそういう技術も使いながらやる方向で

今、動きを進めていますが、できるだけ実際の

交流につながるように、状況を見ながら進めて

いきたいと考えています。 

今吉委員長 ほかはありませんか。 

  〔「なし」と言う者あり〕 

今吉委員長 では、委員外議員の方はありませ

んか。 

  〔「なし」と言う者あり〕 

今吉委員長 ほかに質疑もないので、次に③と

④について説明をお願いします。 

藤川おおいた創生推進課長 資料４ページをお

開き願います。離島振興法改正に伴う、離島振

興計画の策定についてです。 

本県には、離島振興対策の実施地域として、

姫島地域と津久見市の保戸島や佐伯市の大入島

など６島が属する豊後諸島地域があります。こ

れらの振興を図るため、昭和２８年に制定され

た離島振興法に基づき、県では大分県離島振興

計画を１０年ごとに策定しています。 

 現行計画に沿って、例えば姫島村ではＩＴ企

業を誘致することで産業基盤の充実を図ったほ

か、フェリー航路の維持など生活交通の確保、

大島ではドローンを活用した医療品の配送実験

による生活環境の整備の促進、保戸島では遠隔

医療の導入による地域間格差の是正、大入島で

はオルレによるツーリズムの促進などに積極的

に取り組んで来ました。 

 今回、離島の自発的発展を促進し、島民の生

活の安定及び福祉の向上等を目的とした離島振

興法が令和４年度末に１０年の期限を迎えます。

この改正法案が現在開会中の国会に提出される

見込みですが、本県でも法律改正後、令和５年

度から１０年間の離島振興計画を策定する必要

があります。 

 具体的な手順は、法律改正後に示される予定

の離島振興基本方針の骨子案に沿って策定作業

を進めていきます。姫島村、津久見市、佐伯市

が作成する離島振興計画案を踏まえた県の素案

を策定し、第４回定例会にて説明します｡ 

 その後、関係部局との調整後にパブリックコ

メントの意見を踏まえて作業を行い、来年の第

１回定例会にて最終的な計画案を報告する予定
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です。 

三股国際政策課長 資料の５ページを御覧くだ

さい。ウクライナ避難民の受入れについて説明

します。 

 ロシアによるウクライナ侵略は、依然として

憂慮すべき状況が続いており、県としても情勢

を注視するとともに、人道支援に協力していき

たいと考えています。資料の左上、現在の状況

ですが、ウクライナから国外へ避難された方の

数は４６０万人を超え、ポーランドをはじめと

した近隣国で受入体制の逼迫が懸念されていま

す。 

 今月５日には政府専用機で２０人の方が到着

するなど、日本へ入国された避難民の数も５０

０人を超えました。さらに、先週からは政府が

ポーランドと日本を結ぶ直行便の座席を借り上

げ、渡航支援を実施しており、今後も日本への

避難者は増加すると見込まれています。 

 その下の国の支援ですが、身元引受のいない

方を対象に、国が一時滞在施設の提供や生活費

の支給等の支援を行うことが４月１１日に発表

されました。大分県内においても、現時点で県

内の１０市が避難民の受入れを表明しており、

市営住宅の提供等を準備しています。 

 資料の右上を御覧ください。県内の受入状況

ですが、４月１０日にオリンピックチームの事

前キャンプ実施などウクライナとゆかりの深い

日田市が、子ども３人を含む２世帯６人を受け

入れました。避難された皆さんは日田市内の市

営住宅に入居しています。また別府市でも、Ａ

ＰＵ卒業生の縁者８人を１６日以降に受け入れ

る予定です。 

 県では、総合的に支援できるよう相談窓口を

設置し、住居の提供、就学・就労支援等を行う

こととしており、４月１１日からは、避難民の

皆様の生活を支えるため、広く寄附を募るプロ

ジェクトをクラウドファンディング形式で開始

しました。今後も避難されてきた方々のお気持

ちやニーズに配慮しながら、国、市町村や支援

団体等と連携し、大分県で安心して生活してい

ただけるよう、しっかりとサポートしていきま

す。 

今吉委員長 ただいまの報告について、質疑な

どはありませんか。 

  〔「なし」と言う者あり〕 

今吉委員長 委員外議員の方は、質疑などはあ

りませんか。 

〔「なし」と言う者あり〕 

今吉委員長 ほかに質疑もないので、諸般の報

告はこれで終わります。 

 この際ほかに何かありませんか。 

  〔「なし」と言う者あり〕 

今吉委員長 ほかにないので、これで企画振興

部関係を終わります。 

  執行部は、お疲れ様でした。 

 

  〔企画振興部、委員外議員退室〕 

 

今吉委員長 これより内部協議を行います。 

まず、 ①の県内所管事務調査についてですが、

事務局から説明させます。 

  〔事務局説明〕 

今吉委員長 以上、事務局から説明させました

が、この行程で決定してよろしいでしょうか。 

  〔「異議なし」と言う者あり〕 

今吉委員長 それでは、この案で実施すること

とします。 

 欠席や別行動となる場合は、早めに事務局に

連絡してください。また、今後調整が必要とな

った場合は、 私に一任いただきたいと思います。 

 次に県外所管事務調査についてです。 

 現在、県内でも感染が再拡大し、全国的にも

感染者数が高止まりしています。例年ですと初

委員会で日程等について協議していますが、県

外調査の実施の有無等については、他県の状況

も踏まえ改めて６月の第２回定例会で協議した

いと思いますがいかがでしょうか。 

  〔「異議なし」と言う者あり〕  

今吉委員長 それでは、そのようにします。 

 次に、その他ですが事務局から委員会説明資

料に関して、委員の皆様に確認があるので説明

させます。 

  〔事務局説明〕 

今吉委員長  以上、事務局から説明させました
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が委員の皆様の意見を伺います。 

  〔委員協議〕  

今吉委員長 それでは、第２回定例会の常任委

員会からは説明資料はタブレットでのデータ提

供を原則として、紙資料は予備的に用意するこ

ととしたいと思います。 

 以上で予定されている案件は終了しました。 

 この際、ほかに何かありませんか。 

  〔「なし」と言う者あり〕 

今吉委員長 ほかにないので、これで委員会を

終わります。 

 お疲れ様でした。 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


